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     午前１０時００分  開会 

○議長（星 喜美男君） おはようございます。 

  本日より３月会議の開催となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

  初めに、お隣の県の大船渡市の山林火災、今日で６日目となりました。昨日はむしろ勢いを

増しているような感じがしておりまして、心配をいたしております。一刻も早く鎮火される

よう祈っているところでございます。そして、心よりお見舞いを申し上げさせていただきま

す。 

  ３月会議は予算議会でございまして、令和７年度の予算の審議を行う重要な議会であります。

長丁場となりますので、健康に十分留意されまして活発な議論をされますようお願いをいた

します。 

  ただいまの出席議員数は13人であります。定足数に達しておりますので、これより令和６年

度南三陸町議会３月会議を開会いたします。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  なお、報道機関から撮影及び録音を行いたい旨の申入れがあり、傍聴規則第８条の規定によ

り議長においてこれを許可しております。 

                                            

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（星 喜美男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第123条の規定により議長において11番三浦清人君、12番菅原

辰雄君を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

                                            

     日程第２ 諸般の報告 

○議長（星 喜美男君） 日程第２、諸般の報告を行います。局長。 

○事務局長（佐藤正文君） それでは、私から御紹介をさせていただきます。 

  去る２月５日、東京で開催されました全国町村議会議長会総会において、並びに２月20日、

仙台で開催されました宮城県町村議会議長会総会において、星喜美男議長がそれぞれ自治功

労者表彰を受けられましたので、御披露申し上げます。 

  このうち、全国町村議会議長会からの表彰について、南三陸町議会先例及び運営基準157項

の規定に準じ、ここで表彰状の伝達を行います。伝達者は菅原辰雄副議長にお願いいたしま

す。 
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  それでは、星議長、菅原副議長、議長席前まで御移動のほうお願いいたします。 

○副議長（菅原辰雄君） 【表彰状伝達】 

○議長（星 喜美男君） どうも皆様、ありがとうございました。 

  このほか、議会休会中の動向、町長から付議された議案及び説明のための出席者につきまし

ては、お手元に配付したとおりであります。 

  次に、お手元に配付しておりますとおり陳情１件が提出され、これを受理しております。 

  次に、監査委員より、お手元に配付しておりますとおり財政援助団体等監査報告書、定期監

査報告書、例月出納検査結果報告書が提出されております。 

  次に、一般質問は、須藤清孝君、後藤伸太郎君、阿部司君、佐藤正明君、菅原辰雄君、伊藤

俊君、今野雄紀君、及川幸子君、以上８名より通告書が提出され、これを受理しております。 

  次に、議会の委員会調査状況については、お手元に配付したとおりであります。この際、各

常任委員会及び議会運営委員会並びに特別委員会において行った所管事務調査等の概要につ

いて、委員長の報告及び説明を許します。 

  まず、総務産業建設常任委員長の報告、説明を許可します。総務産業建設常任委員長佐藤正

明君。 

○７番（佐藤正明君） 総務産業建設常任委員会は、令和６年12月４日、令和７年２月13日、同

じく２月18日におきまして、いろいろ調査を行いました。 

  調査概要につきましては、４ページに記載されております持続可能な林業振興について調査

するため、町有林の管理状況及びＹＥＳ工房にて現地調査を行いました。 

  ずっと下のほうになりますけれども、結果につきましては、地域の木材を地域で活用するこ

となどから、さらに付加価値の高い商品の形で発信していくことで町の森林資源管理を生か

していく活動を続けているようでありました。これについて、木材の流通等ですか、林業振

興の先進地事例を調べる必要があることから、継続調査とするものであります。 

  以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（星 喜美男君） 以上で総務産業建設常任委員会の報告を終わります。 

  次に、民生教育防災常任委員長の報告、説明を許可します。民生教育防災常任委員長村岡賢

一君。 

○９番（村岡賢一君） それでは、民生教育防災常任委員会からの所管事務調査について報告い

たします。 

  調査の概要、令和７年１月16日、土砂災害についての現地調査を行った。県職員３名、当町
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建設課職員２名の同行の下、県の事業として進められている入谷地区、童子下の砂防堰堤工

事の進捗状況、林際の工事予定地の現地調査を行い、現状を確認した。 

  今回は、町内での防災・減災のための具体的な事業について現地調査を行ったが、他の自治

体での取組状況等も調べる必要があるため、継続調査とするものであります。よろしくお願

いします。 

○議長（星 喜美男君） 以上で民生教育防災常任委員会の報告を終わります。 

  次に、議会広報常任委員長の報告、説明を許可します。議会広報常任委員長後藤伸太郎君。 

○６番（後藤伸太郎君） 議会広報常任委員会です。 

  議会広報常任委員会では、議会だより第76号、これは昨年の12月会議及び今年の１月会議の

内容を町民の皆様にお知らせするものでありますが、それの編集作業のため、数回にわたっ

て委員会を開催したところでございます。 

  また、今回の３月会議の議会日程を周知するための議会だよりお知らせ版を作成し、ホーム

ページに掲載しているところでございます。 

  委員会としては、次号の議会だより作成のため、継続調査とするものであります。 

  以上です。 

○議長（星 喜美男君） 以上で議会広報常任委員会の報告を終わります。 

  次に、議会運営委員長の報告、説明を許可します。議会運営委員長後藤伸太郎君。 

○６番（後藤伸太郎君） 議会運営委員会では、令和７年１月30日、２月26日に、それぞれ１月

会議並びに３月会議の議会運営についての協議を持ったところでございます。 

  報告は以上です。 

○議長（星 喜美男君） 以上で議会運営委員会の報告を終わります。 

  次に、議会活性化特別委員長の報告、説明を許可します。議会活性化特別委員長菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 議会活性化特別委員会では、令和７年１月17日、住民と議会の懇談会に

ついて話合いをしました。その後、タブレット端末操作研修会を開催しております。 

  １月23日、住民と議会の懇談会、今回は町内の行政区長の方々にお集まりをいただきまして、

２班体制で２日間にわたり開催をいたしております。 

  １月30日、タブレット端末操作研修会を行っています。 

  ２月18日、過日行われた住民と議会の懇談会の内容について、あるいは対策、対応について

を協議いたしました。 

  以上でございます。 
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○議長（星 喜美男君） 以上で議会活性化特別委員会の報告を終わります。 

  次に、東日本大震災対策特別委員長の報告、説明を許可します。東日本大震災対策特別委員

長菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 東日本大震災対策特別委員会では、令和７年２月18日、東日本大震災か

らの復興に関する対策として会議を開き、継続調査をすることと確認をいたしております。 

  以上でございます。 

○議長（星 喜美男君） 以上で東日本大震災対策特別委員会の報告を終わります。 

  これで諸般の報告を終わります。 

                                            

     日程第３ 行政報告 

○議長（星 喜美男君） 日程第３、行政報告を行います。佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） おはようございます。 

  令和６年度南三陸町議会３月会議の開会に当たりまして、１月会議以降における行政活動の

主なものとして、仙台大学との地域連携協定の締結についてを御報告申し上げます。 

  去る１月31日、役場本庁舎において、仙台大学の松本副学長、南三陸高等学校難波校長出席

の下、地域連携協定の締結式を執り行いました。 

  この協定は、仙台大学、南三陸高等学校及び本町の３者において、保育士等の養成、定着に

関して相互に協力していくことを目的とし、南三陸高等学校から保育士等の資格取得を目指

して仙台大学に入学した生徒に対し、各種支援を実施するものであり、令和８年４月の入学

生から適用とする予定としております。 

  この協定に基づき、３者で連携、協力しつつ、保育士等の人材育成を図り、将来的に町内の

教育・保育施設への就業につなげていきたいと考えており、併せて南三陸高等学校の魅力化

の向上に資することを期待しております。 

  以上を申し上げ、行政報告といたします。 

○議長（星 喜美男君） 以上で町長の口頭による行政報告を終了いたします。 

  次に、書面にて提出された請願、陳情等の処理状況の報告に対する質疑を許します。今野雄

紀君。 

○10番（今野雄紀君） おはようございます。 

  １点だけ伺いたいと思います。 

  今回、陳情の処理状況なんですけれども、国道と県道と町道に対する請願の処理状況が載っ
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ているわけなんですけれども、昨今、議場で道路の改修云々ということも出ていますが、そ

こで伺いたいのは、今回、こういった陳情、請願等によって道路の改修等の優先順位という

のは上がるのかどうか、その辺伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（及川幸弘君） ただいまの御質問でございますが、必ずしも要望、請願があったか

らといって優先順位が上がるというものではございません。状況等を総合的に勘案しまして、

効率性、効果とかその辺を検証いたしまして順次対応していくということになりますので、

必ずしも要望、請願を上げていただいたことによって順位が上がるというものではございま

せん。 

○議長（星 喜美男君） ほかに。佐藤正明君。 

○７番（佐藤正明君） 平成27年、請願12の１。これもう10年になって回答を受けているという

ようなことになっているようですが、その前に２車線が確保されていることなどからという

ことですが、この２車線というのはどこを示しているのか、その辺のやつ分かるんでしたら。

そして、この10年間どのような要望で進められてきているのか、経過等が分かっているんで

したらお願いしたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（及川幸弘君） ただいまの御質問でございますが、請願、陳情の場所は、鏡石の分

かりやすく言いますといりやどの398号線からの入り口付近ということでございます。 

  それと、活動といいますか請願、陳情に対しての町の対応といたしましては、毎年継続いた

しまして398号線の整備期成促進同盟会等々で県のほうに要望してまいったわけではございま

すが、処理状況のほうに記載のありますように、令和６年11月の要望会において、県のほう

から明確に当該路線については２車線、片側１車線ずつセンターラインのある道路というこ

とでございますが、それとあと一次改良が済んでいるということもあって、今、現段階でさ

らなる改良は困難であるということで、明確化といいますか一定程度明確な回答をいただい

ているというような状況でございます。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○７番（佐藤正明君） 私も申し訳なかったんですけれども、請願の内容を十二分に理解してい

ない形でありますけれども、その場所については398、緩やかなカーブです。それを旧道の

398のほうに渡るために危険性を要するということで、不足ライン等、不足幅ですか、それを

もう要望されているのではないかなと思うんですが、あの地区では結構事故も発生しており
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ます。それと同時に、今季につきましては雪も降らなくて安全だったんですけれども、やは

りあそこは緩やかなカーブのために半分以上の方は結構スピードを出していくものですから、

右折している車と追突する可能性が十分にあるような場所でございますので、その辺は県の

ほうでは理解しているのかどうか、その辺について伺いたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（及川幸弘君） 当然ながら、県のほうでも状況等は、毎年毎年、町のほうからも要

望させていただいておりましたところ、毎年のように現地の確認をいただきまして、状況と

しては県のほうは十分に把握していると考えてございます。 

  それとおっしゃることは重々理解はいたしますが、やはり道路構造令上の基準を満たしてい

るということもございますし、やはりカーブだということで、確かにカーブももう少し緩や

かにできないかというようなところも含めて要望はしてまいったところでございますが、な

かなか昨今の財政状況、あとは近年頻発化する災害等によって、なかなかそこまで手が回ら

ないというのが実情ではなかろうかなと推測をしているところでございます。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤正明君。 

○７番（佐藤正明君） 事情は分かります。それで、請願者の方々は、もう既にこれは連絡、通

達はしてあるんですか。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（及川幸弘君） 請願者の方々には、紹介議員さんを介しまして、一応今回こういっ

た明確な県からの回答をいただきましたこと、それと請願書を頂いて10年経過ということで、

ここで一区切りつけさせていただきたいという旨でお願いをしてございます。 

○議長（星 喜美男君） ほかにございますか。（「なし」の声あり） 

  ないようでありますので、以上で請願、陳情等の処理状況の報告に対する質疑を終了いたし

ます。 

  これで行政報告を終わります。 

                                            

     日程第４ 一般質問 

○議長（星 喜美男君） 日程第４、一般質問を行います。 

  通告１番、須藤清孝君。質問件名、交通安全対策と防犯対策について、以上１件について須

藤清孝君の登壇発言を許します。４番須藤清孝君。 

     〔４番 須藤清孝君 登壇〕 
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○４番（須藤清孝君） おはようございます。 

  ただいま議長より許可をいただきましたので、壇上より交通安全対策と防犯対策について、

町長と教育長にお伺いしたいと思います。 

  県内自治体として死亡事故ゼロ10年間の記録を更新中の当町でありますが、官民一体となり

特に町民の協力なくしては成し遂げることができなかった偉業であると思っております。 

  一方、平成15年から一貫して減少傾向にあった国内での刑法犯認知件数が、令和３年から３

年連続で前年を上回ってきております。社会情勢の変化とともに犯罪の内容が変化している

ものと解しますが、この先も町民が安心して安全に暮らしていけるまちづくりのためには、

交通安全対策と防犯対策の充実は必要不可欠なものであると考えております。 

  そこで１点目、交通安全対策の現状と課題について。 

  ２点目、現状における防犯対策の傾向と今後の取組について。 

  以上２点に分けて質問を行いたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） それでは、須藤清孝議員の御質問、交通安全対策と防犯対策について、

私からは質問の１点目及び２点目についてお答えをさせていただいて、１点目につきまして

は教育長から答弁をさせたいと思います。 

  初めに、御質問の１点目、交通安全対策の現状と課題についてでありますが、本町における

南三陸警察署管轄の交通死亡事故は、先ほどお話ありましたように平成26年５月31日の歌津

字皿貝地区での事故以降は発生しておりません。昨年６月１日をもって交通死亡事故ゼロ10

年を達成し、現在も継続をしております。本年５月14日には、交通死亡事故ゼロ4,000日を達

成する見込みであります。 

  交通安全対策の現状としては、春と秋に実施する交通安全町民総ぐるみ運動において、各行

政区の計画によりまして、交差点横断歩道付近に朝早くからプラカードやのぼり旗を持った

地域住民による街頭指導、啓発活動を実施していただいているところであります。 

  課題といたしましては、高齢化の進展もありまして年々参加者が減少していること、また、

風が強いときには、プラカードやのぼり旗を持っていることによりドライバーあるいはのぼ

り旗を持っている本人が危険な状態になることも想定されますことから、安全面を考慮しつ

つ、各行政区等との連携を図りながら実施要領等の創意工夫、検討が必要ではないのかと考

えております。 

  これからの観光シーズンには、観光客等の来町に伴い町内でも交通量の増加が想定されます
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が、事故は一般道や三陸縦貫道路などに限らず施設敷地内の駐車場等での発生も確認をされ

ております。ドライバー自らがふだんから安全運転を心がけ、歩行者も含み、交通ルールを

遵守することで交通事故の減少につながることから、安全・安心な町を実現していくために、

引き続き南三陸警察署や交通安全関係団体等と連携し、交通安全の普及啓発に努めていかな

ければならないと思っております。 

  次に、御質問の２点目、防犯対策の傾向と今後の取組についてでありますが、近年の犯罪の

傾向として全国的に目立つのが、闇バイトサイトに募集した者たちが親族、警察官を装い金

銭をだまし取るオレオレ詐欺等の特殊詐欺や、強盗及びＳＮＳを通じて関係性を深め信用さ

せ、一切対面することなく金銭をだまし取るＳＮＳ型投資詐欺が挙げられます。町内におい

ても、同種犯罪に巻き込まれた事案が令和５年、６年共に４件発生しています。 

  防犯対策の傾向としては、防犯機能つき固定電話の設置や、怪しい電話がかかってきたらす

ぐに電話を切り警察や家族に相談するというのが一般的と言われております。 

  本町の今後の取組としましては、引き続き南三陸地域安全指導員による防犯パトロールや、

南三陸警察署との連携による防犯機能つき固定電話の普及活動に加え、昨年、協定を締結い

たしましたヤマト運輸様との包括連携協定に基づく防犯に資する活動等を通じて地域ぐるみ

で犯罪を抑止し、誰もが安心・安全に暮らせる地域社会の実現を目指してまいりたいと思っ

ております。 

  続いて、教育長から答弁をさせます。 

○議長（星 喜美男君） 齊藤教育長。 

○教育長（齊藤 明君） おはようございます。 

  それでは、私から須藤清孝議員の御質問１点目、交通安全対策の現状と課題についてお答え

いたします。 

  通学路における児童生徒の安全確保については、教育委員会といたしましても極めて重要で

あると考えており、毎年行っている通学路安全点検において交通安全の観点から危険がある

と認められる箇所について、道路管理者、町総務課危機対策係、各学校担当者と対策を検討、

実施してまいりました。 

  各学校におきましても、交通安全教室や自転車点検、自転車通学者指導を通して、基本的な

交通ルールや安全な通行方法について指導を行っているところであります。 

  また、登下校の見守り活動につきましては、地域と連携、協働して取り組んでおり、校門や

校地周辺の横断歩道での定点での見守り、下校指導やバス乗車指導などの付添いでの見守り、
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地域の見守り隊による「ながら見守り」など、地域全体で子供たちの安全と成長を見守って

いるところであります。 

  スクールバス、公共交通機関の利用や保護者の送迎で通学する児童生徒の増加など、児童生

徒の通学をめぐる事情も年々変わってきております。教育委員会といたしましては、安全確

保の在り方についても地域の実情に合わせて見直しながら、今後も学校、家庭、地域と連携

した交通安全の取組を推進してまいります。よろしくお願いいたします。 

○議長（星 喜美男君） 須藤清孝君。 

○４番（須藤清孝君） それでは、質問していきたいと思います。 

  様々答弁いただきましたが、順を追っていきたいと思うんですけれども、まず、町のほうの

取組として、５月14日ですか、4,000日を目前としております。その4,000日を超えれば、当

然６月を迎えれば11年という感じになるんでしょうけれども、この10年というのは偶然成し

遂げられたものではないんだと私は思っておりまして、先ほど通告のときに申し上げました

が、町民の協力なくして成し得なかったと思っております。 

  そこで、ただ、これちょっと否定的な話ではないんですけれども、個人的には交通安全意識

が物すごい高い町なんだという印象はないんです、僕。薄いとも申し上げないし、特別濃く

はないのではないかなと。ただ、住民の意識、町も含めて高いというのは何となく分かるん

ですけれども、何となく雰囲気に伝わってきていない感じがしていて、ただ結果として10年

というのは成し遂げられたものですから、この結果につながった根拠とか要因というものは

どういったところにあるのかなと町は考えているのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 基本的には、さっきお話ししましたように町民の皆さんの御協力がなけ

れば成し遂げられなかったということですが、10年前振り返ってみますと、基本的に町内の

かさ上げ工事がスタートしているというところでございまして、町民のみならず、その頃は

大変たくさんの工事車両が町なか走っておりました。本当に町外から来た方々が大型ダンプ

を運転しながら町内を走りましたが、そういった方々も、この町内の交通事故防止というこ

とについては、非常に心を砕いていただいて安全運転に資していただいたということが、結

果としてこういう10年というのに結びついたと思っておりますので、一義的には町民の皆さ

んですが、そのほかにも全国からたくさんの仕事でおいでになった方々がいらっしゃるんで

すが、その方々も御協力をいただいた結果として、こういういわゆる大変すばらしい記録を

つくっているなと思っております。 
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○議長（星 喜美男君） 須藤清孝君。 

○４番（須藤清孝君） 分かりました。 

  課題、御答弁いただきましたけれども、高齢化とかあと参加が減少傾向にあると。やり方も

のぼり旗、桃太郎旗とも言ったりしますけれども、最近見かけると思います。ただ、やっぱ

り風の強いときとか危ないんですよね。ただ、街頭での交通安全期間とかの年２回ですか、

あれの活動は物すごく意味があることだと思っていて、ほかの町村とかでここまで積極的に

はやっていないんじゃないかなと私は思っています。 

  それなんだけれども、やっぱり課題としては、高齢化は本当に、町長おっしゃっていました

けれども、雨とか風の日でも結構見かけるんです。戸倉辺りなんかもう漁業かっぱ着て、悪

天候のときには無理して立たなくていいですよとは多分言っているんだと思うんですけれど

も、ところが皆さん真面目だから水を浴びながらでも立っていてくれているところがちょっ

と心痛いなと思っていました。 

  対策的に、これから安全面を考慮した上で各行政区と協議していくということなんですけれ

ども、これから協議していくということなので具体的なアイデアというのはまだ持ち合わせ

ていないと思いますが、一応確認のためお伺いしたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 街頭指導は、警察署長が変わってくるたび、あるいは交通課長が変わっ

てくるたびに、うちの街頭指導を見て、こういう活動を展開しているのは南三陸町だけだね

というお話をいただいておりますので、多分、ほかの町ではなかなかやっていない街頭活動

なんだろうと思います。 

  とりわけ震災前は、本当に角々にたくさんの町民の皆さんに出ていただいて街頭キャンペー

ンを展開していただきましたが、震災後、高台移転をしてそれぞれのコミュニティーの問題

もあるんだろうと思いますが、やはり震災前に比べはるかに人数は少なくなってきていると

いうこともございますし、それが１つ高齢化だけということではなくて、それぞれの地域の

これまでのコミュニティーの問題というのがやっぱりそこには色濃く出ているのかなという

感じは、私も街頭、初日、パトカーに乗ってぐるっと回りますので大体ずっとこれまでの経

緯を見ていますので、そういう傾向が出てきているのかなと思います。 

  ただ、その辺の御質問の具体的な内容については、今、担当の課長のほうから答弁させたい

と思います。 

○議長（星 喜美男君） 総務課長。 
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○総務課長兼歌津総合支所長（千葉 啓君） おはようございます。 

  確かに今、議員お話しされたように、高齢化という部分の中で、町としてはお話あったよう

に雨とか風のときは無理しなくていいですよという話はしているところなんですけれども、

ただ、根本的な課題としてそういった場面が多く見られるというところは共通の認識だと思

います。 

  まず、前、佐藤議員からだったと思うんですけれども、お話あったように、町としては高齢

者の方がもし街頭に立つ場合は、パイプ椅子等を用意して、座って安全な場所でプラカード、

あとはのぼり旗を掲げてくださいという部分に関しましては、行政区長さんを通じて今後と

も周知をさせていただきたいと思いますし、いずれ交通安全関係機関と毎年協議しながらそ

この人垣作戦やっているところでございますので、そこは毎年よりよい方向で進めさせてい

ただきたいと思っております。 

○議長（星 喜美男君） 須藤清孝君。 

○４番（須藤清孝君） そうですね、これ10年とか記録が云々というのは結果論でありまして、

このために頑張っているわけではないので、ましてや死亡事故というところなので、本当に

命の向き合い方ということを考えると、１人でももう１回でもとにかく事故がないことをこ

れからも継続していける町になればいいなと思っております。その10年の経過というのが確

認できました。 

  それから、あともう交通安全の対策としたらいっぱい様々な取組あると思うんですが、１点

ちょっと具体的にお伺いしたいんですけれども、２年前の４月に改正道路交通法というのが

施行されて、そのときの記憶にある方も多いと思うんですが、要は、自転車乗車時のヘルメ

ットの着用が努力義務化されました。これを受けて、町のほうで行っている対応というのが

あれば、ちょっと確認させていただきたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 総務課長。 

○総務課長兼歌津総合支所長（千葉 啓君） この道路改正法上での自転車のヘルメット義務づ

けに関しましては、先ほどの答弁とちょっと重なるんですけれども、毎年、春秋の交通安全

の際に、町民総ぐるみ運動ということで、町長が会長となって各学校、あとは区長さんの代

表、また町、交通安全機関、全てそろった中での協議会というのを開催しております。 

  その中での重点項目という中に、今、お話しされた自転車、あとは特定小型原動機付自転車、

エンジンつきのキックボードです、そういった利用時にはヘルメット着用と交通ルールの遵

守の徹底ということでの重点項目を設けて指導、またあとは啓蒙、啓発という部分を図って
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いるという内容でございます。 

○議長（星 喜美男君） 須藤清孝君。 

○４番（須藤清孝君） この自転車ヘルメットに関しては、この法が改正される前から、たしか

子供たち、13歳以下に関してはもともと親の責任で子供たちにきちんとかぶせてくださいと

いう法律だったと思います。これが対象の枠を外して全ての方にという適用で努力義務とい

う形に変化していったんだと解釈しているんですけれども、子供たちに関しては、町で見か

ける分には学校の指導とかもあってそのようになっているんだと思います。かなりの確率で、

むしろかぶっていない子がいないんじゃないかなという現実だと思うんですけれども、ただ、

それ以外の大人の方たちでの着用率というのは、なかなかこれ数字に表わせるものではない

んだと思います。調べようがないというか。ただ、インターネット上であったりとかすると、

参考になるかならないかというところはまた別にして、着用率はさほど高くはないんですよ

ね。市街地であったり田舎だったりという差があるのであれですけれども、大体平均的に２

割ぐらいだそうです。 

  ただ、自転車のヘルメットを今ちょっと伺っている理由としては、自転車による死亡事故で

の致命傷の６割から７割ぐらいが、頭部に傷を負って亡くなってしまうという統計が出てお

ります。かぶっている場合とかぶっていない場合の、致死率という言葉を使っていいのかな、

２倍以上になっているらしいんです。 

  ということで、県内いろいろ調べてみましたら、６自治体ぐらいでヘルメットの購入補助金、

これ2,000円ぐらいなんですけれども、というふうに取り組んでいる自治体もあります。１つ

の具体的な方法としてこういうことも考えられるのではないかと思うので、町の見解をお伺

いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 総務課長。 

○総務課長兼歌津総合支所長（千葉 啓君） 実際、あまりそもそも自転車に乗っている方を見

る機会も少ないというところもあるところでございます。ちょっと実態等を警察等関係機関

と協議しながら、重点項目でもございますので、そこはちょっと検討してまいりたいと思っ

ております。 

○議長（星 喜美男君） 須藤清孝君。 

○４番（須藤清孝君） それでは、小中学校のほうをお伺いしたいと思います。 

  震災後のある程度の安全確保ができたということで、特別に出されていたバスも廃止されて、

本格的な徒歩通学が始まって数年がたちました。その間、登下校や放課後、休日においても
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そうですけれども、事故の事例というのはあるんでしょうか、交通事故の。 

○議長（星 喜美男君） 齊藤教育長。 

○教育長（齊藤 明君） 児童生徒が歩いて、あるいは自転車等でいわゆる車との接触について

は、報告はございません。 

○議長（星 喜美男君） 須藤清孝君。 

○４番（須藤清孝君） 何もなくて何よりでございます。当初、バスの切替えのときに、私も袖

浜地区の人たちからいろいろ要請があって何度かこの場で質問させていただいたこともある

んですけれども、あそこは県道の話だったのであれですけれども、荒澤神社の辺り、危険箇

所というか見通しも悪くて難しかったんですけれども、その辺りでも結局事故の報告はない

ということですね。分かりました。 

  そこをちょっと話ついでに確認したいんですけれども、あそこ県道なんですが、私、昨日、

一応もう１回通ってみたんですけれども、何となく形になってきまして、これから間もなく

設置されるんでしょうけれども、進捗状況とかお伺いできるのであれば伺ってみたいなと。 

  それと同時に、大森の登り口というか、あそこもいずれは形として整備されるのかどうか、

情報がありましたらお伺いしたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（及川幸弘君） 大変申し訳ございません、進捗状況については、間もなく終わるん

だろうなとは私も見ておりましたが、すみません、いつ頃というちょっと明確な情報は持ち

合わせてございません。 

  それとあと、今、御質問のございました大森地区のほうまで行くのかということでございま

すが、今回の県道の清⽔浜志津川港線につきましては、荒澤神社周辺、災害防除ということ

で、どうしても斜面から落石が度々あるということを主目的として、そういった災害を防止

するための改良と伺ってございまして、じゃあその前後についてはということなんですが、

町のほうからも県のほうにちょっと問合せといいますかお聞きしたことはあるんですが、今

のところ、その前後については残念ながら具体的な方向性というのはお聞きできていないと

いうのが現状でございます。 

○議長（星 喜美男君） 須藤清孝君。 

○４番（須藤清孝君） 交通事故だけじゃないんですよね、落石があそこ本当にあって、私、前

見たことあるの、こんなのがしばらく道路脇にカラーコーンを置いて、この間、あんなのが

転がってきたら本当に子供に限らず大人でも、車に当たってもそうですけれども、大事故に
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なっちゃうので、あそこの道路が早く完成すればいいなと思っております。 

  学校のほうにちょっと戻したいんですけれども、先ほど答弁いただきましたけれども、放課

後とか休日の過ごし方にいたっても、学校のほうではずっと指導していただいていると。当

然、自転車等も含めた指導も行っていると思うんですけれども、中学生は多分自転車通学し

ていると思うんですけれども、小学生でも自転車通学という事例あるんでしょうか。指導の

ほうも含めて、その辺お伺いしたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 齊藤教育長。 

○教育長（齊藤 明君） 小学校のほうの自転車通学を認めている小学校もあります。その学校

においては、自転車の教室、技術指導を含めてしっかり指導しまして、親御さんとも相談を

するんですが、通学のときに自転車で通学できるくらいの技能を持っているということを確

認しながら許可をしている状況でございます。 

○議長（星 喜美男君） 須藤清孝君。 

○４番（須藤清孝君） ありがとうございます。 

  通学路の安全点検とか交通安全教室という、教育長答弁にありましたけれども、安全点検の

風景とか私も、偶然ですけれども、見かけたことあるんです。あ、こうやってちゃんと箇所

箇所で点検してくれているんだなあというのを確認できているんですけれども、今の小中学

生、ほとんど震災の記憶とかがないということもありながら、命の教育、命を守る教育とい

うのも多分行われていると思います。交通安全においてもしっかりと教育していただいてい

るんだなと私思っているんですけれども、交通安全教育はやっぱり特別なものだと思ってい

ます、私。 

  さっき町長おっしゃっていましたけれども、町で取り組めることもそうだけれども、ドライ

バーとか皆さん個人個人の意識をきちっと高く持って個人個人できちっと努めていかなけれ

ばいけないレベルなんだなあと思っているんですけれども、何でこういうことを言うかとい

うと、子供の頃に受けた交通安全教育というのの意識が生涯にわたる交通安全教育になるん

だなと思っているんです。特別大人になったときに交通安全意識がじゃあすごく高まってい

くかというよりは、どちらかというと、小学校のときに教わったこと、いいこと、悪いこと、

正しいことというののそれが基準になって、そのまま大人の意識の中で継続しているんじゃ

ないかなと思っているんですけれども、言わば町の交通安全対策のもう基盤になると言って

も過言じゃないかなと私は思うんです、学校の中での教育がと思っているんですけれども、

教育長の所感はいかがでしょうか。 
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○議長（星 喜美男君） 齊藤教育長。 

○教育長（齊藤 明君） 学校の教育というのは、全てお子さんの人生に関わるものだと、大変

重要だと思っております。いわゆる学力だけではなくて命を守るということは最優先ですの

で、そういった外的なものによる障害、あるいは内的なものの障害、いわゆる交通安全だと

か防災といった部分の命を守るところ、それから友人関係であったり言葉であったり文字で

あったりする障害についての指導などをしております。 

  今回、交通安全ということを鑑みますと、小学校の低学年、中学年、高学年に応じた交通安

全指導というものを各学校が行っておりますので、子供たちにとってしっかりと将来にわた

っても身につけるべき交通安全対策の教育になるように目指して取り組んでいるところでご

ざいます。 

○議長（星 喜美男君） 須藤清孝君。 

○４番（須藤清孝君） それでは、防犯対策の傾向と今後の取組について、ちょっと話を進めて

いきたいと思います。 

  今回、私、珍しくお金のかかる話ししようかなと思って来ているんですけれども、前段とし

て通告内容の話にちょっと触れますけれども、20年間減少傾向にあった犯罪ケースというか

要因は、そこに起因するところは防犯カメラの普及に比例しているみたいなことをちょっと

見てきたんですけれども、新宿の繁華街辺りに防犯カメラを設置したあたりから極端に犯罪

件数が減っていったと。それがだんだん時代とともに防犯カメラの普及率につながっていて、

全国的な数字につながってきたという経緯だそうです。 

  近年の犯罪の傾向というところで私質問出していますけれども、内容がやっぱ変わってきて

いるんですよね。特殊詐欺であったりとか、町長答弁にありました最近だと闇バイトという

ような非接触型の犯罪というんですか、そういった傾向に実際来ています。それの数字の表

れが過去３年に上って、だんだん上昇傾向にある。ここが多分起点なんだと思うんですけれ

ども。なので、こういう通告で今回質問させていただきたいんですけれども、ということで、

特殊詐欺と防犯カメラについて、これからちょっと議論させていただきたいと思います。 

  まず、昨年の年末ぐらいにかけて、連日、特殊詐欺の啓発を促すアナウンスが防災無線で流

れておりました。あれどれぐらいの期間やったのかな、半月以上は多分やったと思うんです

けれども、毎日毎日ずっと流れていたんです。そこにはきっと意味があるんだろうなと。先

ほど、町長答弁で４件とかという数字ちょっとありましたけれども、これもそういうのに起

因しているのかなとちょっと思ったんですけれども、そういう被害件数と報告ですか、そこ
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を１回確認させていただきたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 総務課長。 

○総務課長兼歌津総合支所長（千葉 啓君） それでは、特殊詐欺、ＳＮＳ型詐欺ということで

４件というお話が町長答弁であったところでございます。令和６年の特殊詐欺被害につきま

しては、件数は１件で被害額が41万円、ＳＮＳ型の投資詐欺が３件で被害額が1,121万円とい

うことで、具体にこういった被害もありますし、被害まで行かなくてもそういった疑わしい

電話があるということで、防災無線での啓発活動を行ったという内容でございます。 

○議長（星 喜美男君） 須藤清孝君。 

○４番（須藤清孝君） 全然私、町内でこういうことが起こっていると分かっていなかったもの

ですから確認させていただいたんですけれども、実際に当町にももう他人事ではない状況に

来ているんだなと。闇バイトというか、この間、県内の高校生も行っていてという話もある

ぐらいですから、それの対策はやっぱりしっかりしていかなければいけないんだなあと思っ

ております。 

  特殊詐欺電話撃退装置というお話、町長されていましたけれども、これはどういうものなの

かというか、どういった効果が見込まれるものなのか、もし情報をお持ちでしたらお伺いし

たいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 総務課長。 

○総務課長兼歌津総合支所長（千葉 啓君） 特殊詐欺の電話がかかってきた際にそれを撃退す

るという内容の電話なんですけれども、何か画一的な様式があって統一的なものではなくて、

各社それぞれ工夫を凝らした撃退方法での電話が開発されているというところでございます。 

  ちなみに、撃退装置つきの固定電話ですけれども、これにつきましては、現状35市町村中、

補助金制度を行っているのが14市町というところでございます。 

  正直、そういう電話があるというのは私分からなくて、年明けに警察のほうから特殊詐欺の

被害が当町にあると。そういった補助金制度等もありますので町として検討してみませんか

というお話をいただいて、当然ながら、もう当初予算終わっている中だったのでちょっと今

回７年度には組み込めなかったんですけれども、いずれ撃退装置及び防犯カメラ等に係る部

分の何らかの支援というのは行わなければならないのかなあという認識ではおります。ただ、

それの割合等に関しましては、ちょっと検討の余地が今後、その辺も警察等との協議で行っ

ていきたいと思っております。 

○議長（星 喜美男君） 須藤清孝君。 
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○４番（須藤清孝君） 年明けにそういう話がありましたということで、今、お伺いしました。

認識として共有していきたい部分なんだなと思うのであれですけれども、どういったものの

内容なんですかと私なりにも一応調べたんですけれども、聞いたほうが早いかなと思って今

確認したんですが、着信拒否なんていうのは聞き覚え、耳にすることが多いと思います。そ

れから、あと着信拒否も国際電話の電話番号はもう完全に設定でシャットアウトできると。

それに加えて、アナウンスが流れるんだそうですね、この電話は録音されますと。あれがど

うやらおうちの電話のコールが鳴る前にもう放送が流れて、それを聞いている時点で犯罪者

というかいかがわしい電話をよこす人はもう切っちゃうらしいんです。なので、家の電話は

もう鳴らないと。 

  装置というからどんなものなのかなと思っていろいろ調べたら、形様々ですけれども、電話

そのものがそういうあれなのかと思ったら、こういうのを要は電話機と電話線の間に挟むだ

けなんですよという装置が結構多いみたいです。撃退という言葉が出てきたりとかするから、

どうやってやっつけるんだろうと思ったら、そういうふうないろいろな設定があって、それ

でほぼほぼ撃退できるとコメントされているところとかが多いみたいなので、予算の話もあ

りましたし、検討の段階というか、ある程度もう町のほうでも対応に向けて話がされている

んでしょうから、そこを確認できてよかったと思います。 

  町はどう考えているんですかと聞こうと思っていたんですけれども、答弁でいただきました

ので、その撃退装置、継続的に検討していただきたいなと思っております。 

  それから、あと防犯カメラの話に移りたいんですけれども、昨年の９月の定例会ですか、防

犯カメラの設置条例で１月１日からの施行だったと思います。犯罪のない安全で安心なまち

づくりの推進を図ることを目的として定めたと認識しておりますが、じゃあ定められたその

先は、せっかく条例化までしたんですからその先のことも何か考えているだろうなというこ

とでこういう質問するんですが、公共施設等の防犯カメラ、ある程度設置がそろっているん

だと思うんですけれども、この先の増加とかというのを見込んでいるのか確認させていただ

きたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 総務課長。 

○総務課長兼歌津総合支所長（千葉 啓君） 公共施設に関しましては、今後、特に建てるとい

う部分は大きくありませんので、そこは公共施設に関しましては、ほぼほぼ設置は済んでい

ると。ただ、運用方法、プライバシーに配慮とするとかそういった部分での内容も今回盛り

込んでいるというところでございます。 
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  今後という部分に関しましては、先ほどお話ししました防犯カメラの設置という部分に当然

シフトしていくのかなと思っています。それにつきましても、先ほど答弁申し上げましたよ

うに、警察等と今後検討していくというところでございます。 

○議長（星 喜美男君） ここで暫時休憩をいたします。再開は11時20分といたします。 

     午前１１時００分  休憩 

                                            

     午前１１時１９分  再開 

○議長（星 喜美男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  須藤清孝君の一般質問を続行いたします。須藤清孝君。 

○４番（須藤清孝君） 続けて質問します。 

  今後、公共施設の設置を見込んでいますかといったら、もうほぼほぼなので見込んでいない

というお話ですけれども、管理漁港に関してはいかがでしょう。 

○議長（星 喜美男君） 総務課長。 

○総務課長兼歌津総合支所長（千葉 啓君） 漁港に関しましては、要望も何件か実は来ており

ます。公共施設というちょっと定義が難しいところなんですけれども、隣県で船外機が盗難

されるという部分の心配ということの中で、そういった要望があるというのは承知している

ところでございます。 

  この件につきましても、ちょっと今後検討の余地があるということで、先ほどお話しさせて

いただきましたが、プライバシー等の部分の面もありますし、当然ながら経費の部分もあり

ますので、そこはちょっと漁港に設置する場合は、また特殊な防犯カメラという部分もちょ

っと考えているというところでございますので、そこは今後検討というところで今現在進ん

でいるという内容です。 

○議長（星 喜美男君） 須藤清孝君。 

○４番（須藤清孝君） 近隣の自治体で船外機が盗難に遭いましたというのは、皆さんの記憶に

新しいことかなと思っておりますけれども、犯罪の傾向はやっぱり変わっているんですよね。

さっきの特殊詐欺が増えてきたというのと同時に、家屋とかの侵入犯罪というのはどちらか

といったら減少傾向にあるそうです、家の造りとか防犯がしっかりしてきているというとこ

ろで。ただ、車両であったり、都会のほうとかだと自転車も含まれているらしいんですけれ

ども、金属盗というんですか、要は工事現場から銅線を盗んだとかその類いで、この辺に至

っては、どっちかといったらやっぱり船外機とか漁港関係での盗難というのも忘れた頃に耳
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にする事例ではあるのでちょっとお伺いしたいし、これもうちょっと続けたいと思うんです

けれども、管理漁港といっても少ないわけではないですから。ただ、いざ設置するとなった

ときに、じゃあ１漁港に何個必要なのよという話だと思うんです。 

  この先にまた話続けていきますけれども、ただ、必要な情報として集めるためには、漁港の

形は堤防が高くなったりしたこともあって入り口がもうほぼほぼ１つだと思います。最低１

個あれば、私、素人ながら、要は車での犯罪が多いわけですから最低１個あればいけるのか

なと。全体を見通せてといって、例えば、北と南をちゃんと確保できれば情報が手に入ると

いうような考え方なんだとは思うんですけれども、具体的な検討というのを進めていってい

るんでしょうから、そこも含みおきいただければなあとちょっと思いました。 

  要は、犯罪の予防に抑止力につながるのが、さっき言った20年間ずっと犯罪が減ってきたと

いうところでも、防犯カメラの抑止力はすごく高いんだと思うんです。それと含めて、あと

は早期解決というところにすごく最近では寄与していると。何か事件が起きました、交通事

故でも盗難でもそうですけれども、警察の要は防犯カメラを利用したリレー捜査というとこ

ろにすごく早期解決という部分ではつながっているんじゃないかなと。実際そうだと思いま

す。数値的なもの分からないですけれども。 

  じゃあ、そのリレー捜査の協力というのは、公共はもちろん何か協力要請が出れば提供もで

きるようなしつらえになっているわけですからしていると思いますけれども、民間の企業と

か、あとはもう場合によっては個別のおうちに設置しているものの情報もリレー捜査の中に

入っていくんだと思います。民間の協力もだから大きいということですよね。今からの傾向

で言うと、要は防犯カメラの設置は公共も民間も多分増えていくんじゃないかなと、いずれ、

どの道。需要はどんどん伸びていっているのかなあと私は認識しています。 

  県内自治体の補助制度を出しているところ、５市１町。ちょっと数字間違っていたらごめん

なさい。去年の６年の４月の時点での数字的には、県内で補助金出しているところはそれぐ

らいの自治体があるそうです。補助金等も含めた検討というのはできていけるものなのか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 本当に物騒な社会になってきたなと思うのは、防犯カメラの今お話の中

で防犯カメラが始まった頃というのは監視社会が強化されるということで非常に不安視をさ

れた時期がありましたが、だんだんだんだんいろいろな犯罪が頻発するごとに、いろいろな

防犯カメラが各地に、商店街もそうですが、いろいろなところに設置をされてきて、結果と
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してそれが抑止力につながっているということは須藤議員がおっしゃるとおりでございまし

て、いざ犯罪が起きた際にも、そういったリレー捜査ということで非常に助かっているとい

う部分もございますので、これからそういう防犯カメラを設置するということについては、

時代の趨勢といいますか、流れで多分進んでいくんだろうなと思います。 

  ただ、具体にじゃあどこにどうつけるんだという問題もありますし、それから併せて個々人

の家でどうするかということ、補助金の今お話ありましたけれども、果たして補助金をつけ

て設置をする御家庭がどれぐらいあるか分かりませんが、いずれその辺の在り方ということ

については、町としてもその辺はしっかりと検討していく必要があるだろうなと思っており

ます。 

○議長（星 喜美男君） 須藤清孝君。 

○４番（須藤清孝君） そうですよね。体制整えて補助金出すよと言っても、どういうふうな実

際需要があるかというのは、今度、見込みを見込めないものをあてがってしまったみたいな

形になっちゃうと、ちょっと施策の在り方としてはというところが懸念するところはあると

思います。 

  ただ、補助金の話、ちょっとさっき固定電話の撃退装置の話もありますけれども、あれは宮

城県警さんで本年度６年度、ここ何年かやっているみたいですけれども、固定電話をつける

のの補助金出したりして実際行っているそうですけれども、何かどれぐらいの予算規模でや

ったのかちょっと存じ上げませんが、６年度分は12月の時点ではもう全て使い切っていると

いうぐらいの需要はあるそうです。１台１万2,000円ぐらいからの装置だそうですけれども、

あるものだと、総務課長おっしゃっていましたけれども、県内の自治体でも幾らかどこかで

独自の補助制度をあてがっているそうですけれども、これ県警のやつと自治体のを組み合わ

せると最大で9,000円までマックス使えるそうです。なので、そういった具体的な話、数字と

してはそこも出ているので、ある程度、その辺も含めた上で検討していただきたいなと思い

ます。 

  それから、町長おっしゃっていましたけれども、防犯カメラ出始まった頃はどちらかといっ

たら不安ということが多かった。ただ、今、これが早期解決とかとなっていくと、今度住民

の安心につながっていく時代になってきているんだなと思います。全体的な所管として、町

長、もうほぼほぼおっしゃったのであれかと思いますが、この先もやっぱり町民が安心して

安全に暮らせるまちづくりのために交通安全対策と防犯対策をしっかりしていっていただき

たいなと思っているところです。何となく認識も的外れなことを、答弁との質問がかみ合わ
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なかった感じは今回私あんまりしていないんですけれども、認識も共有できたと理解してい

ます。 

  それから、あとは施策をテーブルの上に上げてきちんと協議していただいて、これが効果に

つながって皆さんの安心・安全につながるように進めていっていただきたいと思います。 

  これで終わりなので一言お願いします。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 一言ということなので一言でお話ししますけれども、しばらく五、六年

前になるんですが、こっちの県北町村会で子育てをしっかりしているというかそういう評価

を受けているのが、埼玉県の長瀞町というところがありました。 

  そこにお邪魔させていただいていろいろ視察をさせていただいたんですが、基本的に物に頼

るということでは全くなくて、いわゆるいろいろな支援をするとかということじゃなくて、

その町がなぜ子育てに評価を受けているかというのは、実は見守りなんです。それなので、

交通安全にもそうですし防犯にもそうなんですが、朝晩、いわゆる子供たちが登下校の際に、

町なかにお年寄りの方々が毎日立って登下校を見守って、それが町全体の安心につながって

いるということが、子育ても含めて町の防犯というのに非常に役立っているということがあ

りまして、なるほどなと、いわゆるお金かけなくてもやれることはあるんだなというお話を

する一方で、さっき答弁した中で、高齢者の方々が多くなって、ちょっと寒いときとか何と

かって大変だよねという話をしておきながらこういう話をするのは、大変矛盾しているのは

自分で分かっているんですが、ただ、そういう町全体でいろいろな形でお金かけなくてもや

れる防犯の在り方というのはあると思うんです。 

  そういうことをやはり実際にやっている町がありますので、うちの町でそれがじゃあできな

いのかということも含めて、いろいろみんなで議論していったほうがいいのかなとは思って

おりますので、いずれ皆さんがこの町で安全・安心に暮らしたいというのは皆さん共通の願

いだと思いますので、町としても当然同じ思いで方向性は一緒でございますから、そういう

流れで我々もしっかりと取り組んでいきたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 以上で須藤清孝君の一般質問を終わります。 

  次に、通告２番、後藤伸太郎君。質問件名、１、こども計画について、２、Ｋｉｚｕｎａ留

学生について、以上２件について後藤伸太郎君の登壇発言を許します。後藤伸太郎君。 

     〔６番 後藤伸太郎君 登壇〕 

○６番（後藤伸太郎君） ６番後藤伸太郎です。ただいま議長から許可をいただきましたので、
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登壇しての一般質問をさせていただきます。 

  質問件数は２件ありますが、まずは１件目のこども計画について、町長並びに教育長にお伺

いいたします。 

  子育て支援につきましては12月の定例会でも一般質問させていただきましたので、１件目の

こども計画について壇上よりお伺いいたしますが、具体的な内容について細かく聞いていけ

ればなとは思っております。 

  新年度から南三陸町こども計画がスタートいたしますけれども、子供や若者に関する町の施

策の大前提となる極めて重要な計画であると認識しておりますが、先般、パブリックコメン

トに付されまして示された素案につきましては、総花的で町が新しい時代の子育て支援にど

ういう展望を持っているかということが見えづらいなと感じました。そこで、以下について

お伺いいたします。 

  １点目、こども家庭センターの担う業務が分かりづらいなと感じました。新年度からの体制

に不備や不安はないかお伺いいたします。 

  ２点目、子育て援助活動支援事業、いわゆるファミリーサポートセンター事業、ファミサポ

ですけれども、私は積極的に進めるべき事業だと思っておりますが、示されたこども計画の

中ではニーズを踏まえ精査するのレベルにとどまっております。そのレベルにとどまってい

るのはなぜかお伺いいたします。 

  ３点目、病児・病後児保育を実施できる可能性はないか伺います。 

  ４点目、雨天時に町内の子供が屋内で遊べる場所が町内に極めて少ないなと感じております。

課題感を持っているのか、町長並びに教育長にお伺いいたします。 

  最後、５点目、放課後に学校の校庭を子供たちが使用できないと聞いたのですけれども、そ

れは本当なのか、理由はなぜかという点について教育長に伺います。 

  以上、壇上よりの質問とさせていただきます。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） それでは、後藤伸太郎議員の１件目の御質問です。こども計画について、

私から１点目から４点目までお答えをしまして、質問の４点目及び５点目については教育長

から答弁をさせます。 

  初めに、御質問の１点目です。こども家庭センターの担う業務、新年度からの体制について

でありますが、本年４月から事業を開始いたしますこども家庭センターは、全ての妊産婦、

子育て世帯、子供への一体的で継続的な相談支援を行う業務を中心として、児童虐待や生活
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困窮、妊娠中の悩みなどから、子供に関するあらゆる困り事をワンストップで対応する相談

窓口と位置づけているところであります。 

  問題を抱える家庭に対するサポートプランを作成し、必要に応じ家庭を訪問するなどして、

地域で安心して暮らすことができるよう、一人一人に寄り添った支援を行ってまいりたいと

思っております。 

  また、子供が家庭や学校以外で安心して過ごせる居場所づくりの支援や、児童相談所等の関

係機関へのつなぎなど、連絡調整の役割も担っていくこととしております。 

  事業開始に向けては、体制の軸となる保育士や社会福祉士などの専門職員の確保にも努めて

きたほか、今後においては、こども家庭センターの事業開始の情報が町民にしっかり行き届

くように、広報紙ほか媒体を広く活用してお知らせをしてまいりたいと思っております。 

  次に、御質問の２点目、ファミリーサポートセンターについてでありますが、本事業は、子

供を一時的に預けたい保護者と育児の手助けをしたいボランティアの方などをつなぐ取組で

あります。地域における総合援助活動の推進によりまして、子育て世帯の多様なニーズへの

対応を図ることを目的としております。 

  事業導入の検討に当たっては、支援を受けたい側のニーズの把握のほかに、事業の安定的運

用に欠かせない支援する側の人材の把握等が必要だと思っております。このため、本年４月

に立ち上げるこども家庭センターの業務として支援する側の人材の把握や新たな担い手の発

掘等の作業を進めつつ、事業実施の検討を進めてまいりたいと思っております。 

  次に、３点目です。病児・病後児保育についてでありますが、病児・病後児保育を実施する

に当たっては、看護師の配置や病気の子供を適切にケアできる専門性を有した保育士の配置

が必要になることや、隔離機能を持つ専用スペースの確保が必要になります。また、利用の

予測が立ちづらく、職員のシフト調整が難しくなることも見込まれております。地域社会全

体で安心して子育てができる環境整備を図る本事業の意義は理解しつつも、現時点では解決

すべき課題が多くあると認識をしているところであります。 

  次に、御質問の４点目です。雨天時に子供が遊べる場所が極めて少ないことに対する課題感

についてでありますが、こども計画作成に係るアンケート調査や子育てタウンミーティング

においても、屋内外の子供の遊び場を求める意見を多くいただいております。このことは、

子育て支援に関する課題の１つとして認識をしているところであります。 

  続いて、教育長から答弁させます。 

○議長（星 喜美男君） 齊藤教育長。 
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○教育長（齊藤 明君） それでは、私から後藤伸太郎議員の御質問の４点目、雨天時に子供が

遊べる場所が少ないことへの課題感についてお答えいたします。 

  都市化や核家族化、親や家庭を取り巻く状況などといった社会の変化により、全国的に子育

て支援の一環として全天候型の遊び場施設のニーズが高まっているものと認識をしておりま

す。 

  幼児期は、幼児が自発的、主体的に人や物と関わりながら遊びを通して必要な能力や態度な

どを獲得していく時期であり、小学校以降における学習の基盤となる大変重要な時期であり

ます。 

  このため、教育委員会といたしましては、幼児期における遊びを通した学びから小学校にお

ける各教科等の学習へと切れ目なくつないでいくため、引き続き福祉分野との連携を図りな

がら、教育の支援に取り組んでまいりたいと思います。 

  最後に、御質問の５点目、校庭の使用についてでありますが、放課後における校庭の使用に

ついては、特にその使用を禁止しているわけではありませんが、各学校では下校時刻を定め

ておりますので、各学校において定められた時刻までに全ての児童は下校することとなりま

す。このため、放課後の校庭利用は、結果として短時間になってしまうこととなります。 

  下校時刻は、児童の安全を守るとともに事故防止のために定めているものであり、学校を何

時に出るといったことが決まっていることで、家族のほうもまた児童が自宅に何時に着くと

いう予想がつくことにもつながります。 

  このようなことから、教育委員会といたしましては、引き続き児童の安全と安心を最優先に

した教育活動を推進してまいりたいと考えております。 

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。 

○６番（後藤伸太郎君） それでは、１つずつお伺いしていきたいなと思います。 

  まず最初に、今回の子育て支援について質問したわけですけれども、経済的な支援といいま

すか、金銭的に子育て世帯に対して町として多くの補助をしていると、十分充実した支援が

あるという点については、これは子育てを実際にしている方々からも高い評価を得ているも

のなのではないかなとは私も感じております。その上で、その点について12月に聞いたとい

う部分でもあるんですけれども、今回はそれ以外のことについて言及していきたいなと思っ

て、質問を上げさせていただきました。 

  きっかけになったのは、こども計画のパブリックコメントであります。パブリックコメント

ですので、私があんまりこの立場でどうのこうの言うのというのは微妙なのかなと思ってパ
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ブコメは出していないんですけれども、そこでこども計画の素案が示されておりました。イ

ンターネットを見ますと自由に閲覧することができます。 

  その中で、いろいろ感じたこと、まず最初に思ったのがこども家庭センターというのが４月

にできますよと。計画を見ますと、あれもこれも全部こども家庭センターがやります、こど

も家庭センターはこの事業もこれです、こども家庭センターですと、結構いろいろな場面で

名称が繰り返し出てきます。ちょっと見えないのが、何をどんな事業を誰がどうやってやる

んですかというところが、計画の中から見えづらいということかなと思います。 

  予算書を見ましても、令和７年度の予算書を見ましたけれども、こども家庭センター費みた

いなやつはないんですね。私が見つけられなかっただけかもしれませんが。今、保健福祉課

で担っている業務、子育てに関する業務、余剰人員といいますか余力はほとんどない状態だ

ろうなと思っております。その中で、こども家庭センターの事業が国から降ってきてしっか

りやれるんだろうかというところに、非常に不安を感じております。 

  なので、不備や不安はありませんかという質問をしましたら、専門職員も確保して相談窓口

としての役割は非常に大きいんだと思いますというような町長の御答弁でした。重ねて聞き

ますけれども、現状の人員でうまく回せていけるのか非常に不安を感じておりますけれども、

その辺りどういう計画なのか改めてお伺いしますが、いかがでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 前段としてはちょっとお話しさせていただきますが、その後は保健福祉

のほうから課長からも答弁させますが、基本的に今回４月１日からの運用ということになり

ますが、これに至るまでに、この１年間、アンケート調査を行ったり、あるいは子育てタウ

ンミーティング、しゃべり場で実際に子育てしている皆さん方の御意見をいただきながら、

そしてパブリックコメントも頂戴をしたということですので、そういったある意味町民の子

育てをしている方々の御意見を踏まえながらこども計画を完成させていくと、前段はこうい

うことになります。 

  基本的には、母子保健機能、いわゆる子育て生活世代の包括支援センターと児童福祉機能、

いわゆる子ども家庭総合支援拠点の一体的に運営を行っていくということでありまして、基

本的には、保健福祉課の健康増進係が担当する部分と子育て支援係が担当する部分というこ

とになりますので、その辺でこの計画をしっかりと立ち上げて、あとは問題はどのように運

用するか、今、後藤議員おっしゃるようにしっかり運用できるのかということがこれから問

われる部分だと思いますので、その辺の部分については保健福祉の担当課長から答弁させた
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いと思います。 

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（及川 貢君） 町長の答弁と重なる部分あるかもしれませんけれども、まず、

このこども家庭センターについては、ひとつ大きなところで人材の確保という部分がありま

して、保健師、社会福祉士、それから今回、精神保健福祉士というところで、特に社会福祉

士、精神保健福祉士については、必置、必ず置かなければならないということではありませ

んけれども、今の児童虐待等の状況等を踏まえると、やはり保健福祉課サイドとしては必要

だというところで、総務課人事のほうに御相談させていただいてといった流れで確保してい

ただいているところでございます。加えて、７年度の開始を見据えて、今年度から社会福祉

士を子育て支援係に配置いただいて、要対協案件の対応を図っているというところでござい

ます。 

  本町の場合は、同じフロアで子育て支援係と健康増進係が机を同じくしてやっているという

ところもあるので、ある意味連携は図られているといった状況であると思っております。な

かなか他市町のことを言うようであれなんですけれども、子育て支援と健康増進がそもそも

違う部署であったり、あるいは建物自体が別なところで業務をしているといったところもあ

りますので、そういった場合は連携構築に努力が必要かなと思うんですけれども、本町の場

合は既に連携がなされているというところで、そういった意味ではこども家庭センターを進

める上で円滑に準備ができているといった状況であります。 

  もう一つ、今、余力がない中でといったお話ございました。当然、新規の事業、業務という

ところが、１つ大きなところでサポートプランというのが出てまいります。問題を抱えた子

供、保護者に対する解決策をサポートしていく計画を立てていくわけなんですけれども、こ

れの作成に当たっては、保護者等と相談をしながらつくっていくというところで、当然、こ

れは町、関わる保健師等だけがやるということではなくて、保護者の方にも御協力をいただ

いてといった中で進めていくものでありますので、お互いが負担を軽減しながら進めていく

といったところで、著しく業務量が増えるといったところは想定しておりませんので、４月

開始以降も円滑に事業、業務が流れていくものと考えております。 

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。 

○６番（後藤伸太郎君） １つ確認をしたいと思います。今回のこども家庭センターを設置とい

うか新たに業務をスタートさせるに当たって、専門的な職員を新たに増やしたという認識で

いいでしょうか。４月からですから別に聞いてもいいですよね。何人ぐらい増えたとか、こ
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の職の方を何人増やす予定ですとか聞ければうれしいなと思いますが、いかがでしょう。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 幾ら絵を描いても計画書いても、受入体制というものがしっかりしてい

ないと運用できないということですので、今年度、社会福祉士３人採用しましたし、それか

ら精神福祉士１人採用いたしましたので、ある意味これでスタッフとしては運用していける

だろうと我々としては考えております。 

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。 

○６番（後藤伸太郎君） 分かりました。 

  新たに体制を構築するということもそうですし、今、そもそも保健福祉課として、係は違う

けれども、それぞれ担当している内容をさらに連携を強化して同じフロアで協力しながら進

めていく。そこには保護者の皆さんの協力も含めて、一件一件ＡＩでサポートプランをチャ

ットに投げたら何かこんなのがいいんじゃないですかとか出てくる、そういう話じゃないわ

けですよね。そこを細かくつくっていく、しかもそれの相談をワンストップでやるというと

ころが肝だろうと理解が及んだところであります。不備、不安はないと言い切ってしまうと

あれですけれども、ないように努めるということだろうと思いますので、それを信じてまた

見守っていきたいなと思います。 

  １つ個人的に思うことを付け加えさせていただくと、こども家庭センターという名前です。

子育て支援センターというのは同じ建物の中に別にあるんです。非常に似ているので、この

こども家庭センターについては、国のこども家庭庁ができたからそれにくっついて各市町村

に置かれるものですけれども、何というか南三陸独自の愛称といいますか、分かりやすい名

前をつけたほうが混同しないんじゃないかなと、今始まる前から杞憂かもしれませんが、ち

ょっと思いました。その辺りどのようにお考えでしょう。 

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（及川 貢君） 御指摘のとおり、町民の方からすると混同する可能性というと

ころも考えられます。こども家庭センターの広報、周知につきましては、４月号の広報等で

お知らせする予定ではありますが、今の時点ではこども家庭センターということで周知をす

る予定でありますが、今後、進める中でそういった部分も検討する余地はあるのかなと考え

ております。 

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。 

○６番（後藤伸太郎君） 町民の側もどんなものか相談してみないと分からないわけですから、
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利用した結果、こういう名称だったらもっと分かりやすいのにというのが出てくると思いま

すので、南三陸町のこども家庭センター、通称何とかみたいなのがそのうち出てくるといい

のかなと思っております。 

  続いて、２点目に移りたいと思いますが、ファミサポはぜひやってほしいなと思っておりま

すが、これについては、こども計画に実際に示されている素案をちょっと見ながら細かく伺

いたいなと思うんですけれども、こども計画の素案が示されました。 

  具体的なページ数を言うと、ちょっと今手元に資料ないかもしれませんが、ちょっと話だけ

聞いてください。19ページに、これまでの計画の振り返りについては、ファミリーサポート

センター、子育て援助活動支援事業については、実施体制等見込みが立たないため実績はゼ

ロであると書いてあります。これまでできていませんよということですね。 

  24ページには、前年度、今年度までの計画の評価があります。ＮＰＯ法人が預かり合いっこ

を試験的に実施、ファミリーサポートセンターに関して、ここからが問題なんですけれども、

町としてはやっていません。でも必要だという声があって、民間の方々が試験的にできると

ころから始めようといって預かり合いっこを、ファミリーサポートをやっているということ

を書きつつ、その次の行にはファミリーサポートセンターに関して、地域特性から保保護者

から見た親や兄弟など緊急時に子供を預かってくれる人が身近にいることから、他人に子供

を預けるといった考え方が定着していないと、私からするとばっさり切り捨てているんです。

確かに今まではそうだったかもしれませんし、おじいちゃん、おばあちゃんとか親戚の方と

かが割と田舎は近くにいますから、いざというときに病気になっちゃったときには代わりに

見てくれる人がいるから、そもそも預かるという意識がないよねと書いてあるんです。 

  じゃあどうするのというところで、ニーズ調査の結果を踏まえて検討を行う必要があるとい

うまとめになっていて、最終的に新しいこども計画、来年度からこういう計画でやりますよ

というところには何て書いてあるか。60ページに、サービスニーズを把握し必要性に応じて

事業の実施を検討します。検討します止まりなんです。 

  田舎だからというか、地域特性からあんまり必要ないんじゃないという声がもしあるのであ

れば、それはそれで尊重しなければいけないと思いますし、おじいちゃん、おばあちゃんが

預かってくれるというならそれはすごくお互い安心できるからいいと思うんですけれども、

実際に預ける人がいないよねという、預けたいけれどもいないんだよねという困っていると

いう声は上がっているわけですから、何かうちそういう地域じゃないので必要ないんじゃな

いですかねみたいなのが計画に書いてあるというのは、非常に不安に思ってしまったんです



３２ 

けれども。これももうちょっと前向きに、ニーズがあるならやりましょうよというような検

討を加えていただきたいなと思っておりますけれども、どのようにお考えなんでしょう。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 実は、こども計画の策定に当たって、ファミリーサポートセンターにつ

いてのアンケートも同時に行っております。多分周知といいますか、こういう存在というの

があるんだなということを理解していない方が結構いるのかなと思うんですが、結果として、

もう「利用するつもりはない」というのは46％ぐらいあって、「知らないし利用するつもり

はない」と、それから「知っているが必要なかったので利用したことがない」というのは

35％ぐらいで、「利用したい」というのが８％ぐらいなんです。 

  ですから、この数字がどうのこうのということよりも、多分、ファミサポそのものの認知度

といいますか、それがなかなか浸透していない部分というのもあるのかなと思います。ここ

は我々も反省しなければいけないと思いますが、ただ反面、これやっぱり預ける側と、それ

から受ける側という両方のちゃんとしたバランスが取れていないと、それを幾らでも受けま

すよというわけにもなかなかいかない部分もございますので、その辺、しっかり面倒見てや

ってもいいですよという町民の方々に広く声をかけて、登録というか会員になってというか、

やってもらえれば、それはそれにこしたことはないなと思いますが、そういう努力はやっぱ

り我々のほうでもしていかなければいけないなと思います。 

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。 

○６番（後藤伸太郎君） 今の御答弁は非常に重要な答弁だったと思っております。お隣の気仙

沼市とかでもこういった事業進んでいるんですけれども、町民、市民がここは必要だから行

政にやれやれと、金を出せ、人を出せと要望活動みたいな団体交渉みたいな対立構造を生む

話じゃないと思うんですよね、そもそもが。子育てしたいよと、でもちょっとどうしても個

人で手が届かない場所があります、誰か助けてくれませんかと。そういうのを募集するんだ

ったら、行政の発信力を使って広くニーズを調査して募集しましょうよと、マッチングでき

ればいいですよねという、だからお互いに当然協力が必要なことであって、ただ、どうして

もそこに対して行政側の意欲みたいな、大事だと思っていますと言ってもらうことが大事だ

と思うんです。 

  言ったから、あとは責任持ってやれよとかそういう話じゃなくて、お互いに必要な人、おじ

いちゃん、おばあちゃんというか、子育ても既に終わって子育て世代を支援したいという方

を見つけてくるとか探し出す、そういう口コミでそういうことを広げていくというのも当然
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親世代もやりますよと、お互いに協力し合って進めていくということが重要だと思っていま

すので、今、まさに町長がおっしゃった話を今日聞きたくて、この質問を上げたぐらいのつ

もりでおりました。 

  ですので、努力をしていくというようなお話ですから、引き続き、こども計画にも一応は載

っていますので、前向きに進めていただきたいなと思いました。ありがとうございます。あ

んまりありがとうございますと言うなと言われていますけれども、ありがとうございます。

２点目はこんな感じです。 

  ３点目、これは非常に難しい、病児保育、病後児保育、病気になったお子さん、体調崩され

た方を保育の現場で預かれるかどうか。県内でやっているところは仙台市立病院と大学病院

と石巻日赤しかないんですね。院内保育というのはまた別にあるんですけれども。ただ、町

村レベルでも、西日本、以前、民教の視察だったと思いますが、島根とかに行ったときには、

うち病後児・病児保育があるんですよというような町があったようにも記憶しております。 

  ですので、非常に解決すべき課題が多いというようなお話でしたし実際そのとおりだろうと

思いますが、当町には小児科、非常に限定的にしかやっぱりない部分がありますので、子育

てしている親御さんからすると、子供が体調崩したときに安心できる環境が欲しいというの

は切実な声だと思いますので、課題は多いとはいえ、一歩ずつでも進めていっていただきた

い課題かなとは私は思っておりますけれども、これ町独自でやるというよりも県や国レベル

で考えていっていただかなければいけない内容かと思います。町長、そういったところに働

きかけていくおつもりというのはないでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） すみません、ちょっとここで昼食のための休憩といたします。再開は

１時10分といたします。 

     午後０時００分  休憩 

                                            

     午後１時０９分  再開 

○議長（星 喜美男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  後藤伸太郎君の一般質問を続行いたします。 

  町長答弁、佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 率直に申し上げて、大変ハードルが高いという事業だということは御認

識をいただきたいと思いますが、手の内を明かすようですが、一般質問を調整する際に補助

シートというのがありまして、いろいろな課題とかどういうこれを進めるために課題がある
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かということをいろいろるる記載されているんですが、大体課題というと１つか２つぐらい

なんですが、この問題、いわゆる病児・病後児保育については、課題がもう10以上あるんで

す。もうこれをクリアするのは非常に難しい。 

  したがって、行政として担っている地域はまずないんです。石巻市はこれＮＰＯ法人がやっ

ていまして、あとはどこもこの問題については、民間がいわゆる社会貢献という形の中でや

っているところがあるとお聞きをいたしておりますが、ハードルが高くて、国のほうにもう

既に要望も出ているんです。 

  これ今ちょっといただいたんですが、全国病児保育協議会という組織があって、この会長さ

んから要望書が出ておりまして、これ２年前です。病児保育事業は、感染症の流行状況等に

よって影響を受けると、非常にキャンセル率が高い事業であって厳しい経営だということで

す。現在のように運営費が利用児童数によって左右される状況だとなかなか運営費が賄えな

いということですので、でき得れば定員があるので定員に基づいて交付をしていただきたい

と、いわゆる利用者が何人でそれに運営費が出るのではなくて、定員が何人なのでそれに対

して運営費を出していただきたいという要望書。それから、保育士の処遇改善等については、

大変厳しい状況なのでその辺も対応しっかりしていただけないかという要望が出ているんで

す。 

  基本、今言いましたように、２年前にこういう国に要望を出しておりますが、基本全くクリ

アできていないという状況ですので、確かにニーズ等についてはあるということは認識をし

ますし、それから子育ての世代の方々も、やっぱりこの要望についてあるのは当然分かって

おりますが、しかしながら、いろいろこういった状況、環境含めて考えた場合に、この問題

の解決をするということについては、ちょっと一筋縄じゃいかないなというのが率直な感想

でございますので、これはもう正直にお伝えをさせていただきたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。 

○６番（後藤伸太郎君） 大人でも体調崩した方に対してどう対応するか、病院も含めて、これ

は非常に難しい。ともすると人の命を預かることになる、いろいろな責任も生じますし、そ

こに対してそのコストのこと、それから場所のこと、様々なハードルがあるということは想

像にかたくないわけで。今、お話しいただいたようにそういった協会があって、そこから国

に対しても、これはやっぱり一個一個の自治体で予算と場所を確保してそれぞれやってくだ

さいと言ってできる問題じゃないよねというところだと思うんです。 

  なので、例えば、異次元の少子化対策だとか子育て世帯に手厚い政策をもう考えていきまし
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ょうというのであれば、まさにこういうところには、そういった大きな組織でもって全体と

して考えていかなければいけない問題なんだろうと思いました。 

  こういった地方の一自治体から、やっぱり子供の安全、健康を守りたいんだという声を上げ

続けるということ自体は非常に大切なことだろうと思いますので、引き続き状況を注視しな

がら、例えば、先進事例というか実際にやっているところへ視察に行ってみるとか、そこに

課題を聞いてみるということ自体はできるのかなと思います。そういった研修であるとか視

察をしてみようというお考えはどうでしょう、ありますでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） さっきもちょっとファミサポのほうでも話をしましたが、できないとい

うことで話を終わるつもりは全くなくて、一体どうすれば可能なのかということを模索する

ということは非常に大事だと思います。でも、今、具体にこの病児・病後児の保育の問題に

ついて先進的に取り組んでいるところがもしあれば、そこはもう視察といいますか、いろい

ろな情報をまずは取ってみてということが第一歩かなと思いますので、そういうことでまず

進めていきたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。 

○６番（後藤伸太郎君） それでは、４点目に移っていこうかなと思います。 

  外にある屋外の施設、公園含めて、自然環境豊かな町ですので、お子さんがそういった場所

で遊ぶという場所にはそれほど不自由ないのかなとは思っていたんですが、反面、雨が降る

とどこにも行く場所ないよねと。ただ、親は家にいられないから子供だけでどうやってどこ

で遊ぼうかというところが課題だよということはよく聞かれます。そのよく聞くんだという

ことは町長も認識していて、教育長のほうからも引き続きニーズが高まっていると認識して

いるので連携していくんだというようなお話がありました。 

  でも、これも行政で絶対に整備しなければいけない施設かと言われれば、そんなことはない

よねと。民間も含めてそういった場所を用意するということはいろいろな方策が考えられる

んだろうとは思うんですけれども、やっぱり山形県の東根とか宮城県のこじゅうろうランド

は白石ですか、とかに行ったときに、ああ立派な施設だと、いいな、うらやましいなと思っ

てしまうというのは、本当に率直な感想であります。 

  これも町独自の財源でどうにかして施設整備をするということは非常に困難が大きいだろう

と思いますので、県なり国なりにこういったところにも予算措置できないのかと働きかける

とか、または民間と協力して話合いをしていくといった打開策についてどのように検討して
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いくおつもりなのか、お考え、もし教育長もあればお伺いします。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） まず、前段としてお話をさせていただきますが、基本的に新しい施設を

造るという考えはなかなかそこに立ち至らないだろうと思います。確かに新しい施設を私も

見ました。道の駅ふくしまの子供たちの屋内の遊び場とか、あるいは八戸のはっちとか、そ

ういうような施設に行くと、あ、うらやましいなと思います。しかしながら、相当の財源を

使った形の中でやっておりますので、ここはうちの町としては、果たしてそこまでやるとい

うことについては非常に冒険だと思います。 

  ただ、反面、屋内で遊び場がないということで何とかないかということになれば、当然、施

設的に考えるのは、現有施設で利用できるところがないかということだと思います。御承知

だと思いますが、もう既に図書館でキッズスペースがあって、そこにライオンズクラブから

御寄附をいただいたズレンガ等がありますので、そういうので遊んでいただけるという環境

はありますが、ただ、それは狭いなという方の御意見も当然あります。 

  ですから、現時点として想定できるのは、例えば、戸倉公民館、面積的には結構広い面積あ

りますので、そちらのほうをうまく活用できないかと。そういった上物だけじゃなくて、や

っぱり子供が行って遊ぶんですから遊具をしっかり整えて、そこの中で子供たち、あるいは

お母さん、お父さんが一緒に遊べるような場所づくりということについては、検討せざるを

得ない部分もあるんだろうなとは思っております。 

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。 

○６番（後藤伸太郎君） 世の中にはというか、児童館という施設があります。これうちの町に

はないんですけれども、ずっとなかったと思うんですけれども、歴史上。ないので、そのも

のがあるということも知らない人も多いというか、よそのまちで生まれ育った人とかよその

まちへ行ったことある人からすると、うちの町、児童館ないんだと、何でないのということ

を率直に聞かれることがあります。 

  私がざっと調べた感じだと、県内には21市町村に69か所ぐらいの児童館というのがあるらし

いんですけれども、でも割と偏っていて、名取とか大崎とか10か所とか８か所とかあるんで

すけれども、石巻１か所しかなかったりとか、いろいろばらつきはあって、ただ、やっぱり

そういうものが普通にあるものだと思っていた人からすると、ないということに対して違和

感を感じたり不自由を感じたりするということはあると思います。 

  それこそ県・国含めて、児童館を設置したい、箱物を建てるということに対してはハードル
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は非常に高いですけれども、現有の施設も児童館的な機能を付したいというときに、やっぱ

何らかの補助なり補助金なり、人的な制度的な改正なり、これはやっぱり挙げて取り組んで

いただきたいなと思うんですけれども、そういったことの児童館に関してはどのようにお考

えでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（及川 貢君） 児童館に関しては、隣の気仙沼市では、震災後新しく建てられ

た図書館に併設した形で児童福祉センターでしたか、そういったところでありますし、ほか

あと２施設ぐらいあったような気がしております。 

  当然、そこを建てる段階での補助金というのはあると思いますし、既存の施設を使って児童

館機能というところの補助金というのも、ちょっと調べてはいないんですが、あるものだと

は理解をしております。 

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。 

○６番（後藤伸太郎君） 町内で１か所造ると、多分そのうちのほうにも造れとどんどんどんど

ん増えていきますし、施設造れば人的な維持管理費もかかりますし、ただ置いておくだけと

いうわけにもいかないでしょうから誰か大人がいないとということになるので、行政の皆さ

んからすると、一旦踏み出したらこれは継続的にランニングコストがとか頭の中でそろばん

がいろいろはじかれるんだろうと思いますけれども、やっぱり子育て世代に安心して子育て

をしていただく環境を整えていくということ、それから、子供の教育的な情操教育の観点か

らもあってもいい施設だろうと思いますので、引き続き検討をぜひお願いしたいなと思って

います。 

  最後、５点目、これは主に教育長の内容になるのかなと思うんですけれども、先ほど放課後

校庭で遊べないと、遊ぼうと思うと帰りなさいと言われるという話を聞きまして、え、そう

なのと、私が三十何年前、学校帰りといえば学校の校庭で友達といっぱい遊んでいた記憶も

ありますし、今そういう感じなのと単純に疑問に思いました。 

  今、お話を聞いたら、禁止はしていないよと、けれども下校時刻が決まっているので、授業

が終わってから下校時刻までだったら使っていいけれども、それ以外は駄目ですよというこ

とになっているという認識でよろしいですか。分かりました。 

  親目線からすると、おうちに帰ってくるのもうちょっと遅くていいんだけれどもなという話

だと多分思うんです。子供からしても、最近の小学生は忙しいですから習い事だ何だって、

すぐにおうちに帰るということも別に否定するわけではないんですけれども、友達と寄り道
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しながら帰る中で町のいろいろなことを知ったりとか、あとは学校で遊びながら友達は何が

得意なのか、こういうことをするとどういう反応が返ってくるのか、学校の授業の中以外で

そういう同年代と付き合っていろいろな学びを得ていくということは非常に重要な機会なの

ではないかなと思うんです。 

  それが先ほど４点目でも伺いましたが、屋内での遊び場がないですから、同年代と遊ぶ場所

も時間もないんです。それで果たして、いろいろな生き抜く力、生きる力を養おうというこ

の町の教育にそれが合致しているのかどうかというところにいささかの疑問があるわけです

けれども、例えば、学校の校庭で遊ぶ時間をもうちょっと長くするとかそういう検討という

のは加えられないものなんでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 齊藤教育長。 

○教育長（齊藤 明君） 下校時刻についての必要性については、先ほど申し上げたとおりでご

ざいまして、時間をじゃあもう少し延ばすというところなんですが、実は震災以前と震災後

では状況が変わっていて、震災後、いわゆる登下校について、スクールバスということで最

大で33路線があったことがありまして、大分遠いところは１時間かけて通学しているお子さ

んがいると、どうしても授業が終わった後、速やかにスクールバスというような形を取って

おりました。 

  そういったことが少ししばらく続いたので、現在でも、スクールバス、それから乗り合いバ

スの時間というのがございまして、そういったところを活用するお子さんと、徒歩で下校す

るとか自転車で帰る、あるいは親御さんがお迎えをするお子さんがいたときに、やはりどう

しても学校というのは同じように下校させたいという思いがあって、若干以前よりは早いと

いうか震災当時のものが残っているところでございます。 

  ただ、学校によっては、バスの時間等があって４時くらいまで夏場だったらいいですよとい

う学校もあれば３時40分ですよというところで、時間は全部統一はされておりませんが、そ

れはお子さん方のため、親御さんのためという配慮を持って行っているものと思っておりま

す。 

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。 

○６番（後藤伸太郎君） 子供は一様に育つわけではないと思いますので、バスに乗らなければ

いけないから僕は早く帰るよと、僕は歩いて通っているからもうちょっと友達と遊んでいく

んだと、別でいいんじゃないかなと思うんですけれども。バスで帰る子が３時40分に帰らな

きゃいけないから全員３時40分に帰りなさいと、どうなっているんですかというのが単純な
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疑問としてちょっと思います。そこは学校長の判断もあると思いますので一概には言えない

部分かなと思いますけれども、震災前後、震災直後の状況が今も継続しているというのであ

れば、ぜひ見直すきっかけというのはどこかのタイミングでつくってほしいなと今率直に思

いました。 

  もう一つお伺いしたいのは、放課後児童クラブがあるんですけれども、その子たちも校庭で

遊ぶことはできないんだよと聞いたんですけれども、そういう状況で間違いないですか。 

○議長（星 喜美男君） 齊藤教育長。 

○教育長（齊藤 明君） 私の説明不足で大変申し訳ございませんが、全くバスの時間に合わせ

て下校しているというわけではございませんで、バスの時間を鑑みながら子供たちの下校時

間を設定しております。 

  また、放課後児童クラブのお子さんについての利用については、これは放課後児童クラブさ

んのほうが決めることでございますので、放課後児童クラブのほうで校庭を利用するという

ことについては、全く禁止はしておりませんし、学校の遊具も自由に放課後児童クラブのお

子さんがこの時間に遊んでおります。 

  また、夏場のプールのことについても、開放している時間については、放課後児童クラブの

お子さんについては少し融通を利かせながら、各学校で取り組んでいるところでございます。 

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。 

○６番（後藤伸太郎君） 最後、もう１点だけお伺いします。 

  今回の質問、こども計画についてということで質問させていただいておりますけれども、次

年度からになるでしょうか、次の計画期間から、放課後児童クラブの運営について子供たち

の意見を反映させると、こども会議の意見を反映させるんだというような記述がありました。

その辺りの検討状況というか、どういう仕組みにしていこうとお考えなのかお話しいただけ

ればと思いますが、いかがでしょう。 

○議長（星 喜美男君） 齊藤教育長。 

○教育長（齊藤 明君） 私のほうから言えるのは、こども基本法とか新しい法律が出ましたの

で、学校教育でもありますけれども、子供たちの意見を聞くということについては、大変重

要視をしながら教育活動を行っているところでございます。 

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（及川 貢君） 放課後児童クラブにおいては、今年度からこども会議というも

のを、それぞれ３放課後児童クラブにおいて毎月１回開催をしてきてございます。最初の頃
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は、支援員さんが音頭を取って、いろいろ放課後児童クラブの運営の中で子供たちのこうし

たいみたいなところを聞き取っていたんですけれども、途中からもう子供たちが率先して議

長役になったりということで、子供たちの成長も感じられると支援員さんもおっしゃってい

ましたし、支援員さんもその都度勉強しながら対応してきているといった状況であります。

いろいろ試行錯誤しての開催状況ではありますけれども、なお引き続き、さらにこども会議

が有益なものとなるように来年度以降も続けてまいりたいと考えております。 

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。 

○６番（後藤伸太郎君） ５点に分けてお伺いしましたが、もう一つ、せっかくですので追加で

お伺いしたいと思っているんですけれども、行政報告の中で、仙台大学との連携協定を結ん

だというお話がありました。どういう内容なのかちょっとお話を聞きたいなと思いますし、

それについてどういう効果が見込まれるのか、通告外であれば引っ込めますけれども、お答

えいただけるのであればお答えいただきたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） ちょっと経緯からお話ししますと、今、仙台大学の学長は髙橋学長です。

以前から私の知り合いでございまして、仙台大学学長になって何年目になるのかな、３年、

４年になるのかもしれませんが、去年、私のところの役場に行きまして、大学と協定を結ば

ないかというお声をいただきました。 

  どういうことかといえば、基本的には、後で企画課長のほうから詳しく答弁させますが、保

育士あるいはそういった保育に関わる人材の育成という観点でうちと協定を結んで、仙台大

学４年制ですので、２年で保育士の資格取るよりももう少し深みを出して勉強できる環境が

整っているのでいかがでしょうかという御案内と、それから、基本的には保育士というか保

育関係の子供たちの育成ということなんですが、そこで御承知のように仙台大学というのは

スポーツが強いものですから、そちらのほうでも活躍できる機会もありますしというお話を

受けまして、そういうことでしたらということだったんですが、基本、今回のは多分、宮城

県内で初めてのケースなんですが、推薦を高校で出すのではなくて町で推薦をするというこ

とになります。これが１つ唯一ほかと違う部分でございまして、町で推薦すれば、いろいろ

な入学金の問題、様々支援制度ということで、ざっくりと言いますが、詳しいことは言いま

せんが、いろいろな支援制度を用意しながら仙台大学で受け入れてくれるということになり

ますので、もちろん町としてもそういった支援をちゃんとしっかりやるということが前提で

ございますので、そういう形の中で、将来的な保育に携わる職員の確保に努めていきたいと
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思っております。 

○議長（星 喜美男君） よろしいですね。後藤伸太郎君。 

○６番（後藤伸太郎君） 子育てに関しては、一番最初に申し上げたように経済的な支援、補助

というものは、南三陸町は非常に充実しているなと受け止めている町民は多いですよという

ことを伝えさせていただきました。ただ、やっぱりもっと改善してほしいところがある。じ

ゃあそれはどこかというと、制度の問題と、やっぱり人材の問題だと思うんです。見る人が

いないよねという。ただ、今お話しいただいたような協定を結んで町が積極的に話しかけて

そういったものを結ぶということは、町の子育て施策に寄与しようと、さらに拡充していこ

うという意思があるということですので、必要な質問だったなと思っております。 

  最後に、こども計画の新しい令和７年度からのお話では、目指すべきビジョンみたいなとこ

ろにこう書いてあります。子供、若者の育ちや子育てを地域全体で支え合い、子供、若者が

自分らしく幸せに成長できる町を目指すんだと。本当に実現できたらすばらしいことだなと

思いますし、大事な理念だなと思います。 

  翻って考えれば、この町の最大の課題というのは、やっぱり少子高齢化、人口減少にあると

思います。それを食い止めるためには、やはり子育て環境を整えること、そしてもう一つ、

外から移住してくる方をいかに増やすか、関係人口、交流人口をいかに増やしていくかとい

うことにあると思っております。これはずっと震災後言われ続けてきました。 

  その人たち、特に私は若い世代と話す機会が幸いにも多くあります。その人たち、移住して

きた方々に、移住者にこういう制度が欲しい、こういう場所が欲しいと言われれば、やっぱ

りそれを町に届けたいと私は思いますし、そういう人たちの意見が一部の人たちの特殊な意

見であるとは思ってほしくないと思っております。移住者の声を聞く、そんな議員が１人ぐ

らいいてもいいんじゃないかなと私は思っておりますので、今回、様々な点に関して質問さ

せていただきましたが、予算に関連する部分でもありますけれども、子育て支援策、それか

らこども計画が実現に向けて、絵に描いた餅にならないようにどういう覚悟で進めていくの

か、町長のお考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 我々としても、この町で大事なことの１つについては、子育てというこ

とについてしっかり取り組んでいくということが、町の方針の中でもやっぱり大変重要な部

分だという認識をしながら政策を進めていきたいと思っておりますし、これまでも、子育て

という部分については他市町に先駆けて様々な取組をやってきたということがございます。
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したがって、これからもいろいろな要望等もございます。 

  去年、移住を含めてかな、移住の方々含めて、十数人の方々と一緒に一献交わしながら様々

なお話をさせていただきましたが、やっぱりずっとこの町に住んで生活している者と、それ

からほかの町に住んでこちらに入ってきていただいていろいろ感じるものというのは、やっ

ぱりそれぞれいろいろ違います。 

  ですから、そういった考え方を柔軟に受け入れるという思いというのは、やっぱりこれは必

要なんだろうなと思いますし、本当にいろいろ話を聞いてなるほどなという思いも結構あり

ましたので、いろいろな方々とお話合いを持つということは非常に大事なことだと思います

ので、今後とも、引き続きそういった子育て世代の方々、しゃべり場のほうにも１回町長に

も来てくれという御案内もありますので、そちらのほうに行ってもいろいろ御意見をお伺い

したいと思っております。 

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。 

○６番（後藤伸太郎君） それでは、質問事項もう１件ありますので、２件目に移りたいと思い

ます。 

  ２件目は、Ｋｉｚｕｎａ留学生についてということで町長にお伺いいたします。 

  令和７年度で３年目になる南三陸高校の全国募集でありますけれども、年々応募者が増えて

いると伺っております。これは数年前から高校魅力化に取り組んできた成果でありまして、

大変喜ばしいことだなと感じております。 

  しかし、新年度、令和７年度に、この４月に新しく入学する生徒さんたちに関しては、この

Ｋｉｚｕｎａ留学生、応募者全員を受け入れることはできないと聞きました。せっかく南三

陸町で学びたいという希望を持つ子たちが受け入れられないということになってしまったの

はなぜなのか、お伺いします。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） それでは、２件目の御質問です。Ｋｉｚｕｎａ留学生についてお答えを

いたしますが、南三陸高校の魅力化に向けた取組の１つであります全国募集においては、初

年度となる令和５年度には５名、令和６年度には10名がＫｉｚｕｎａ留学生として入学をい

たしました。今日、選抜試験が行われます令和７年度の入学に向けては15件の申込みがなさ

れ、年々申込者が増加していることは御承知のとおりであります。 

  全国募集といった１つの取組に限らず、町と関係機関が連携しながら進めてまいりました各

種高校魅力化事業の効果が年々表れているものと考えております。改めて宮城県教育委員会
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をはじめとする関係機関皆様の御理解と御協力に感謝を申し上げるところであります。 

  そのような中において、令和７年度に係る申込み15名に対しては、町として面接試験等を実

施いたしました。うち９名をＫｉｚｕｎａ留学生の候補者として選定をいたしたところであ

りまして、御指摘のとおり、申込みがあった全ての方について受け入れる結果には至ってお

りません。 

  御承知のとおり、南三陸高校の全国募集における定員、いわゆる全国募集枠は、宮城県教育

委員会において１つの年度において12名程度とされているところでありますが、町設置の旭

桜寮については、基本の部屋数を24室として整備をしております。これを３学年分と置き換

え単純に比較した場合には、１つの年度においては４室が不足するといったことになります。 

  この点について改めて整理をいたしますと、全国募集枠の12については、旭桜寮に入寮され

る方はもとより、例えば、下宿や民間宿泊施設の借り上げといった仕組みによる受入れも含

まれるものであることから、町では、町内全世帯に対する下宿受入れの案内、民間宿泊施設

における受入れについて広くお声がけをさせていただきましたが、現段階まで受入れについ

ての御希望はありませんでした。 

  さきに申し上げましたとおり、令和７年度の入学に向けたＫｉｚｕｎａ留学生候補者につい

ては、面接試験等の結果、９名を選考したところでありますが、今後は、南三陸高校の認知

度、魅力の向上に比例し全国募集への応募等もますます多くなるものと考えますことから、

受入先の確保、その他について、引き続き対応を進めてまいりたいと思います。 

  多分、今日、入試９人全員受けていると思います。 

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。 

○６番（後藤伸太郎君） 結構デリケートな内容を含む質疑になってしまうなと思っております。

ただ、とても大切なことだと思っていますので、できる限り詳細な部分は明らかにしながら、

つまびらかにしながら、ただ、要らぬ誤解を招かないように、もしくは誰かを傷つけてしま

うようなことにならないように注意しながら、言葉を選びながらお話しさせていただきたい

なとは思っております。 

  まず、最初に言いたいんですけれども、現役の今南三陸高校に通っているＫｉｚｕｎａ留学

生を含む全生徒、南三陸高校に通う全ての皆さん、それから今まさに多分試験中、英語か何

かやっていると思うんですけれども、今まさに受験している中学３年生の皆さん、または南

三陸高校を受験している皆さんを攻撃したり傷つけたいという意図は全くありませんし、そ

うなることは全く望みません。 
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  という上で、慎重にお話ししたいなと思うんですが、まず、これ町民もあまり知らないんじ

ゃないかなと思っていまして、この新年度の南三陸高校の全国募集に関しては。今お話しい

ただきました。希望者は15人いましたけれども、町で面接を行って受入れ可能とされた方と

いいますか受け入れることができるよとなったら９人ということですね。それには間違いな

い。９人選定したというようなお答えでしたが、15人中９人が、合格というと何かちょっと

違うんですが、面接をクリアしたという状況です。 

  県教委の見解も今伺おうと思ったんですが、先にお答えをいただきました。要は、宮城県の

高校ですから宮城県の教育委員会はどういう考えかというと、各毎年度12人程度であるとい

うお話、言ってみれば12人ぐらいはいいよということですよね。けれども、９人だったよと

いうことですよね。 

  どこから聞いたらいいか。なぜかというような質問をしましたが、寮の話が出てきましたが、

寮の話に行く前に、まず９人にした理由というのはあるんでしょうか。今年は９人と最初か

ら決まっていたのか、面接したらたまたま９人だったのか、これはどっちなんですか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） いろいろデリケートな問題でございます。気をつけながら答弁させてい

ただきますが、前提としてちょっとお話をさせていただきますが、全国募集をするに当たっ

て、まずは東京で合同説明会というのがあります。全国の全国募集をしている高校が東京に

一堂に会して、そこで関心のある学校に説明を聞きに行くということなんですが、３年前は、

うちの高校に説明に来た子供は６人でした。翌年20人です。去年は３年目、108人です。です

から、もうとにかく東日本の全国募集している高校では、私が言うのもなんですが、人気ナ

ンバー１なんです。 

  オープンキャンパスに参加した子供も７組、11組、26組と倍々ゲームで来ていらっしゃって

おります。Ｋｉｚｕｎａ留学生の申込みも６、10、15ということで増えてきておりますので、

ある意味Ｋｉｚｕｎａ留学で南三陸高校に入ればいろいろなことが体験できるねということ

がどんどん浸透してきているということがうかがえると思います。これはある意味在校生の

子供たち、非常に全国募集に向けて様々なＰＲ動画を含めていろいろな取組をしていただい

ておりまして、それが非常に好評をいただいているという部分もあろうかと思います。 

  さっきの話に戻るんですが、基本的には寮の数、いわゆるずっとこれまで企画課が中心にな

って、寮の数は決まっておりますので、それ以外オーバーする分を受け入れるということに

なりますと、当然下宿とか、あるいは民間の宿泊施設とか、そういったところを利用しない
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と寮のオーバーフローになった分を受け入れられないんです。ですが、去年の面接の前の時

点まで、こういった受入れの応募というものが、受け入れてもいいということが全くなかっ

た、ゼロなんです。 

  そうすると、部屋が空いているのはもうあとは９つしかないということがございましたので、

基本はそれをオーバーして受け入れるということになりますと、基本、今度は入るところが

ないという現実論にぶち当たりますので、これは最終的にはもう９人が限度ということで受

け入れさせていただいたということであります。 

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。 

○６番（後藤伸太郎君） 率直な感想としては、今のお話を聞いて非常に残念に思います。南三

陸高校は、ただでさえ定員割れの状況が現実としてずっと続いていて、中高一貫の教育、す

ごく地域の皆さんが一生懸命高校に対して、中学校の皆さんに対して接してくれている、一

生懸命取り組んでいるということは重々承知していますし敬意を払うものですけれども、そ

れでもやっぱり生徒数がなかなか集まらないよねと、これは産まれてくる子が少ないわけで

すから致し方ない部分もありますけれども、その中で全国募集をやってみようと。最初はそ

れこそ何人来るかなと、１人か２人来ればいいなぐらいの気持ちを外から見ている私なんか

は思っていましたけれども、蓋を開けてみたらたくさんの応募があって、その子たちが非常

に頑張っている。その子たちだけじゃないですよ。ほかの同学年の子たち、どこから来たか

にかかわらず南三陸の高校生、この間、高校生議会もあったと聞きますけれども、非常に一

生懸命地域に対して勉強しようという意欲を持って取り組んでもらっています。そういう子

たちが15人ほど来たのに、お話を聞いたら、だから寮がいっぱいなので６人はお断りせざる

を得なかったということですよね。それは非常に残念としか言いようがない。 

  もう一つ言えば、令和６年の４月、今から１年前に10人受け入れた時点で寮の空き部屋は分

かっているわけです、数は。今日まで９か月とかあったわけじゃないすか。声がけはしたけ

れども応募がなかったよということなので、それ以上の定員は無理だということなんですけ

れども、もうちょっと何とかならなかったのかなと。じゃあおまえのうちで受け入れろと言

われると非常に心が苦しいんですけれども、そこまでせっぱ詰まった状況と町民の皆さんも

思っていなかったんじゃないかなと思っていて、例えば、寮を増やすとかもうちょっと粘り

強く交渉するとか、何か改善の方法があったのではと思ってしまうんですけれども、どうい

う経過だったのかもう少し詳しく教えていただけませんでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 
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○町長（佐藤 仁君） なかなか難しい話なのでちょっとはしょりながらお話ししますが、応募

をしていただいた方々を全て受け入れるということについては、１期生、２期生はやりまし

た。それはもう空き部屋がありますから。しかしながら、全員とっていいのかということに

も、実は２回、２期生までやって、ここは慎重にしなければいけないというのは、これは学

習能力です。そこは詳しく申し上げませんが、そういういろいろな事情がございます。 

  企画課のほうでも、これまで、さっき言いましたようにいわゆる下宿とかについては、直接

交渉に行ったり当たってまいりましたが、残念ながら了解を得られなかったということがご

ざいます。 

  御案内のとおり、今回、高校魅力化プロジェクトの関係で、寮の建設も含めて運営もそうな

んですが、基本、これ地方創生のデジタル田園都市国家構想交付金というのがありまして、

これを活用してこの全国募集をやらせてもらっているということです。 

  しかしながら、残念ながらこれに取って代わる交付金というのは実はないんです。そうする

と丸々単費に近い状況になってしまいますので、これはやっぱりそこまで踏み込むというの

は、もうまさしく我々としてもそこはできないということの判断をさせていただきましたの

で、いずれ、こういった何らかの好機、実はこの全国募集が、復興庁もそうですし総務省も

そうなんですが、まさしく地方創生にかなった取組という評価はいただいているんです。で

すから、復興庁もそうですし総務省もそうなんですが、いろいろ後押しは随分してもらって

いるんです。ところが、後押しはしてもらっているんですが、肝腎要の交付金で使えるよう

なものがなかなか見当たらないということがあって、ちょっとこれが残念だなという思いが

あります。 

  これ１月に復興庁の鈴木復興副大臣が来たときにも、そのときの視察目的にはもう高校です。

全国募集の問題について視察をしたいということでおいでをいただいておりますので、さっ

き言いましたように地方創生という観点において、今、南三陸、そして南三陸高校が取り組

んでいる全国募集については高い関心をいただいているということです。 

  では、交付金等については、もう少し詳しくは企画課長のほうから答弁させたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 企画課長。 

○企画課長（岩淵武久君） 寮の運営といった部分に限らずして、高校魅力化事業につきまして

は国の交付金を活用させていただいてございます。町長お話ございましたとおり、その交付

金につきましては令和８年度までという形になってございますので、その後はそれに代わる

財源の確保等を現段階で我々いろいろ情報収集等を試みてはございますが、なかなかこれだ
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といったものが現在国のほうで用意されているかというと、それはなかなか厳しい状況でご

ざいます。 

  先ほど議員からも下宿ですとか民間施設の借り上げといったお話ございました。我々のほう

も、この先といったものを５年度後半、６年度当初からいろいろ考えまして、６年の５月か

ら事業者の皆様にいわゆる空き部屋等で受入れがいただけないかということで説明会を開い

て個別に交渉させていただいたという経過もございますし、町内全戸に対して８月以降チラ

シを配付したり、広報南さんりくのほうで10月には掲載をしたということですが、先ほど町

長お話しされましたとおり、結果としてお受け入れいただくという御家庭あるいは施設とい

ったものが、現段階で整った事実といったものはございません。 

  引き続き、町民の皆様、町内の施設の皆様に可能な限りの御協力といったものを継続してお

願いしてまいりたいと考えてございます。 

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。 

○６番（後藤伸太郎君） 数の問題じゃないんですけれども、15人受けて９人という話になると、

倍率でいうと1.67倍なんです。これ県下で４番目です。そんな倍率高い高校ないでしょう、

県内にほかに。 

  ともすると、この状況は、要は、町で生活していただく住む場所、生活する場所が用意でき

ないからお断りせざるを得ないんだという状況が続くようですと、南三陸町の全国募集とい

うのはそういうぐらいのものなんだねと受け止められかねないと思いますし、とはいえ100人

規模の大きな寮を今すぐ造れというのも現実的に無理ですから、どこかでラインというのは

必ず出てくると思うんですけれども、町民からしても毎年応募者増えているらしいよと、南

三陸高校はみんな頑張っているよね、いいよねと、成功したねと、高校魅力化がうまくいっ

たねと思っていたところが、よかったよかったと思っていたところに、今回、その話を聞い

て、えっという方が結構多いんじゃないかなと私は思っています。 

  せっかくうちの町に興味を持って関心を持って、好きでこの町に行こうかなと思っていた方

をごめんなさいとお断りせざるを得ないんですという話になったら、物分かりがいい方なら

いいですけれどもというのも変ですけれども、そうか、しようがないね、最初からそういう

ふうに説明を受けていたもんねと素直に納得してくれればいいんですけれども、ともすると、

南三陸町ごと嫌われてしまうようなことにもつながりかねないなと思って、すみません、言

葉として「残念だ」しか出てこないですけれども、そういうふうに思ってしまいます。 

  この場は私の感想を言う場所ではないのであんまり感傷に浸っていてもしようがないんです
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けれども、はっきりさせなければいけないのは、今後どうするかということになろうかなと

思います。面接をするわけじゃないですか。面接をされたのが誰でまではいいんですが、教

育の専門家とか県の教育委員会の方も、その面接には面接官というか受験生と相対する場所

にはいるんでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 基本的にＫｉｚｕｎａ留学は町の事業でございますので、県教委は入っ

てございませんが、面接に入るのは、私と副町長と教育長と企画課長、４人で面接をさせて

いただきます。 

  教育ということを主に見ているわけではございませんので、基本的には家族関係とか、お互

いに両親と子供の信頼関係とかそういう部分を我々としては重点的に見ます。教育の部分に

ついては、基本的にはあとは高校の受験を受けて合格すれば入ってこれるということですの

で、そちらに重きを我々置いてございません。そういうことですので御理解いただきたいと

思います。 

  それから、残念だとお話ししますが、基本面接してお断りをする我々のほうが、実はもっと

お気の毒だなという思いを持ちながら判断せざるを得ないということでございますので、そ

こは何とかできれば、下宿等を受けてもらえればいいんですが、ところがやっぱり365日、朝

食それから夕食と全て365日ずっと面倒を見なきゃいけないということが、やっぱりそこには

受け入れる方にとっては一歩腰を引くのかなという思いが実はあります。そんなもろもろの

状況を考えたときに、どうしても手を挙げるというところまでちょっと行かないのかなとい

うのが現実ではないのかなと思います。 

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。 

○６番（後藤伸太郎君） それぞれ個々の事情もあると思いますし、今、町長お話しされたよう

に、面接する方が多分一番葛藤もあったでしょうし、どうするのよという迷いや不安や悲し

みもいっぱいあったとは思うんですけれども、であるからこそ、何とか受入れの枠を増やし

ていくという方向に考えられないかなと、考えたほうがいいのではないかなと思っています。 

  下宿とかもあまり今までやった実績がないですから、なかなか一歩を踏み出すと、相手も思

春期真っただ中の15歳、16歳の子たちを預かるということですから、そこはやっぱり責任が

生じますからなかなか二の足を踏むという気持ちはそのとおりだろうと思いますけれども、

であれば、やっぱり寮を増設するなり既存の建物をうまく利活用して、ただ、災害公営住宅

が空いているから子供たちだけで入れればいいんじゃないのとか、そういう単純な話ではな
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いと思っていて、そこにはやっぱり大人が責任を持ってちゃんと24時間365日ついているとい

う安全性を確保できなければ、それは高校側だってそれではちょっと受け入れられませんと

いう話だろうと思いますから。 

  ただ、そこに大人の人を配置するということであれば、そこにある種雇用が生まれるという

ことでもありますし、南三陸町の町を挙げて、先ほど１件目の質問で聞きました子供、若者

の育ちや子育てを地域全体で支え合う町を目指そうという話なわけですから、まさにそうだ

ろうと思いますので、もう少し何とかならないですか、何ともなりませんの水かけ論になっ

てしまいそうなのであまり深入りはこれ以上できませんけれども、私の率直な思いをまず伝

えさせていただきました。 

  来年の話、そうすると来年の枠は何人になるんですか、これ。 

○議長（星 喜美男君） 企画課長。 

○企画課長（岩淵武久君） 来年ということで、まず、いわゆる選考といった形は来年度につい

ても引き続き今年度に同じく実施をさせていただきたいと。ある程度のラインという表現が

よろしいかどうかはありますけれども、そういった形で適否といいますか受入れについて検

討させていただくと。 

  その上で、鶏卵的なお話で大変恐縮なんですけれども、部屋数が基本的に３で割れば予備室

を除けば８という形になりますので、現実として御用意をお約束できる部屋数に照らしなが

ら、そういった総合的な考えの下に検討させていただきたいと。 

  また、議員御指摘の部分は、確かに県教委さん、あるいは高校さんのほうでは一の学年につ

き12名程度ということでアナウンスされてございますので、実際にその数と寮の部屋といっ

たことの現実の部分では乖離がございます。それも状況等を踏まえながら、先ほど来申して

おります下宿の受入先ですとか、どこか民設公営のような形になりますけれども、民間施設

の借り上げ等がお話として整うようなことが見えてこれば、そういったものとも重ねて照ら

しながら、外側に向けて周知を図っていきたいと考えてございます。 

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。 

○６番（後藤伸太郎君） 誇っていいことだと思っているんです。全国から地域学、地域探究学

を学びたい、または14年前に非常に大きな災難がありましたけれども、そこから町がどう復

興してその生きざま、町民の皆さんがどういうふうに考えてきたのか肌で感じたいというよ

うな様々な理想とか考えを持って、南三陸高校に３年間行ってみたいという生徒さんたちが

全国からたくさんいらっしゃるということは、とても誇らしいことだと思いますし、この事
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業をスタートした皆さん、そして今ここまで運営してくださった皆さんに、それはもう責め

る心などなく感謝しかないというのが率直な気持ちでありますけれども、もう一歩突破する

べきポイントが割とはっきり見えているだけに、そこは何とかして町の力を挙げて突破して

いただきたいなと強く願いまして、その気持ちをお伝えさせていただきまして、私の一般質

問は終わりたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 以上で後藤伸太郎君の一般質問を終わります。 

  次に、通告３番、阿部司君。質問件名１、高齢化社会における防災について、２、帯状疱疹

ワクチン接種への取組について、３、町道整備にかかる「見える化」の進捗状況について、

以上３件について阿部司君の登壇発言を許します。阿部司君。 

     〔２番 阿部 司君 登壇〕 

○２番（阿部 司君） 御苦労さまでございます。 

  ただいま議長より登壇して質問の許可を得ましたので、質問をさせていただきます。 

  今日は３件ほど質問は準備させていただいておりますけれども、１件目の質問件名が高齢化

社会における防災についてという内容でございます。質問の相手方、町長とさせていただき

ます。 

  内容でございますが、環境変化と社会変化に伴い災害も多様化しているが、高齢化社会にお

ける防災対策も急務と考えられる。ついては、以下の点について伺います。 

  まず、１点目として、高齢化社会における火災予防の課題と現況について。 

  ２点目として、自主防災組織等、地域防災の対応について。 

  ３点目として、防災マップの活用策についてという内容でございます。 

  よろしく対応方お願いします。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） それでは、阿部司議員の１件目の御質問です。高齢化社会における防災

についてお答えをさせていただきます。 

  初めに、本年１月24日に発生をいたしました志津川地区での住宅火災によりまして、高齢の

女性がお亡くなりになりましたことにつきまして、改めて心から御冥福をお祈り申し上げた

いと思います。 

  それでは、御質問の１点目、高齢化社会における火災予防の課題と現況についてであります

が、本町の65歳以上の高齢者については、令和７年１月末現在で4,653名、人口の約40％を占

めております。今後、ますます高齢化率の上昇が見込まれます。また、全国的に見ますと、
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近年の住宅火災による死者数は年間で1,000人前後と高い数で推移をいたしておりまして、こ

のうち約70％が65歳以上の高齢者ということになっております。 

  このような状況を鑑みての火災予防ということになりますが、高齢者は火災が発生した場合、

素早く避難することが困難なケースもあることから、火災を起こさせないという意識が大切

となります。高齢者本人はもちろんでありますが、家族や身近な人が高齢者の方々を火災に

遭遇させないようにしっかりと火災予防と対策を行い、安心して暮らせる生活環境を構築し

ていくことがまず重要だと考えております。 

  今後におきましても、南三陸消防署、町消防団や民生委員、児童委員等の関係団体と連携を

図りながら、安全・安心な町を実現すべく努力をしていかなければならないとは考えており

ます。 

  次に、御質問の２点目です。自主防災組織等、地域防災の対応についてでありますが、有事

の際の公助には御案内のとおり限界がありますことから、災害による被害の防止及び軽減を

図ることを目的に、自助、共助のさらなる推進に努めております。 

  その具体として、自主防災組織の組織設立時の相談をはじめ、各地域の自主防災組織と連携

して、地域の課題や土砂災害における避難経路等の検討などを行っております。自主防災組

織の組織化率の向上、地域との連携強化に向けて取り組んでいるところであり、今後もこう

した取組を継続していかなければならないと思っております。 

  また、高齢者の方やお体が不自由な方には、ふだんの見守りや災害発生時の安否確認等に用

いる避難行動を要支援者台帳に登録していただけるように広く周知等に努めるとともに、こ

の支援者台帳を活用した警察、消防、社会福祉協議会との連携、共有する体制は確立されて

おりますので、今後も町、関係組織団体が一体となって地域防災力の向上に努めてまいりた

いと思います。 

  最後に、御質問の３点目でありますが、防災マップの活用策についてでありますが、防災ハ

ザードマップについては、町が作成し毎戸に配付をいたしております。 

  この防災ハザードマップを有効に活用していただくため、まずは御家庭や職場において、自

宅や職場などが土砂災害警戒区域や津波浸水想定区域になっているのかどうか、最寄りの指

定避難所や指定緊急避難場所までの避難経路などを御確認いただいて、平時からいざという

ときの備えに役立てていただきたいと考えております。 

  この防災ハザードマップには、マイタイムラインを掲載しております。これを活用し、御家

庭や職場において様々なシミュレーションを行うことができるとともに、災害の特性に応じ
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た各種情報も掲載されておりますことから、平時、有事を問わず、有効に活用いただけるも

のと考えております。 

  また、共助の核となる行政区や自主防災組織に対しましては、災害時等に役立つ地域の自主

防災ハザードマップを作成いただき、地域の防災力の向上につなげていけるように、町とし

て必要な支援を継続してまいりたいと思っております。 

○議長（星 喜美男君） ここで暫時休憩をいたします。再開は２時30分といたします。 

     午後２時１０分  休憩 

                                            

     午後２時３０分  再開 

○議長（星 喜美男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  阿部司君の一般質問を続行いたします。阿部司君。 

○２番（阿部 司君） 先ほど御説明いただきましたことに対しまして、再度確認をしながら質

問を繰り返したいと思います。 

  先ほど高齢化率が約40％ぐらいだというお話しいただきましたけれども、高齢化の進展率、

いわゆる第３次総合計画で示すところの進展率と比べて進捗状況というのはどういうふうな

進み具合でしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 企画課長。 

○企画課長（岩淵武久君） 総合計画といったことですので、お話を企画課からさせていただけ

ればと思います。 

  高齢化率が４割を超えたということで、第３次総合計画についてはこの先ということで見越

させていただいてございます。現段階で40％程度といったのはおおむねの見込みのとおりと

いいますか、それほどの乖離はないと考えてございます。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） 分かりました。 

  40％ということでございますけれども、火災の要因の約８割が高齢者だというデータもあり

ます。火災がはっきり分かっている内容、いわゆる放火とか原因不明というものを除いたは

っきり要因が分かっているものの80％が高齢者だということでございまして、これは大変な

問題だなと考えております。 

  昔から村八分という、あまりいい言葉じゃありませんけれども、村の秩序を乱した者は村八

分にされるという中でも、結婚、出産、それから成人式あるいは病気の看病、それから自然
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災害の対応、さらには法事かな、家の増改築、８つのことは協力しないよと、村の秩序を乱

した者は協力しないよと。ただし、２つのものはそれから除外すると。何かというと、法事

と火災ということになるんです。法事は、亡くなったらばこれはしようがないと、みんなで

後片づけしましょうという考えでやるんですけれども、最後の１つの火災というものは、そ

んな次元の問題ではないですね。いわゆる放置しておくと村の存続に関わるわけです。これ

は一大事なんです。昔から、これは200年以上前から言い古された言葉らしいんですけれども、

村八分というのは、やはり年代が変わっても所が変わっても、今でも十分通用する社会の対

応だと思います。この火災について、今高齢化が進んでおりますけれども、そういう取扱い

というものは本当に大変だなと思っておりまして、今回の一般質問に扱わせていただきまし

た。 

  先ほどの答弁の細部の内容なんですけれども、一応火災というものは、いろいろなステージ

によって対策というものがいろいろあると思うんです。火災の予防について、いわゆる発生

させない予防という対策についてどういうふうな方法を考えられているか。一応は答弁いた

だきました。もう一度聞きます。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 火災予防につきましては、広報紙等に含めて周知をしてございますし、

それから、これ多分防災無線をお聞きになってお分かりのとおり、大船渡の火災が発生して

から、10時、３時の放送においては、火の元、それから併せて外での火の扱い方については

十二分にお気をつけいただきたいというメッセージをずっと流し続けております。 

  予防という観点で言わせていただければ、平成20年度以降に新築になった建物については火

災報知機の設置義務というのがございますので、そういった御家庭については設置をいただ

いているというものと認識をしてございますが、それ以前の義務設置がないときの家屋の問

題等について、消防のほうでもいろいろ啓発活動等を行ってございますが、どれほど設置に

なっているかということについては、抽出で調査をするということではございませんので、

一定程度そういった抽出で調査した結果として、150世帯を点検した結果で、ある意味つけて

いるのは70％ぐらいがつけているということでございますので、それ以外の御家庭について

も、引き続き火災警報器の設置については進めていっていただければと思います。これがあ

る意味予防ということについては大変重要な点かなと思いますので、よろしくお願い申し上

げたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 



５４ 

○２番（阿部 司君） たしか法律が変わったのはその辺だと思いますけれども、義務化という

ことで21年からはもう10年以上もはるかにたっているわけで、10年が耐用年数というのかな、

住宅火災警報器は。その更新をされていない方が約３割いるという、逆の見方をしますとそ

ういうふうになっていると思います。 

  早期覚知対策、いわゆる早くしろということなんですけれども、そういういわゆる煙が出た

場合の対応というのが今の住宅火災の対策だと思うんですけれども、もう一つあると思うん

です。いわゆる感震ブレーカー、地震が起きた場合の震度５弱かな、その辺ぐらいの地震が

起きた場合の自動的に家電なり、今、電気だから当然ですけれども、電源が下りるというこ

れらの対策ということについてはいかがお考えでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） よく消防のほうでも皆さんお気をつけいただきたいというのは、地震に

なってブレーカーが下りて、一通り段取りが落ち着いて、また入れようとしたときに火災が

発生するというケースがございますので、そこはもう十二分に気をつけていただきたいとい

うお話をしておりますので、そこは各御家庭でもお気をつけいただければと思います。 

  御質問の件については、私は分かりませんので総務課長から答弁させます。 

○議長（星 喜美男君） 総務課長。 

○総務課長兼歌津総合支所長（千葉 啓君） 地震である一定の震度になるとブレーカーが落ち

るとか、あと例えば、お風呂とかの火をたいている場合に自然に消えるという部分の設置件

数とか個数という部分に関してまでは、正直把握はしていないところでございますけれども、

先ほどの町長、火災報知器等の設置状況を消防署のほうで行っているというお話ありました

けれども、消防署のほうでは、火災報知器だけではなくてそういった部分の調査も行ってお

ります。これに関しては、各地区に回って昨年は廻館地区で行っております。春にはまた別

な地区で抽出して150世帯ほどの場所を調査するという予定となっているところでございます

ので、そういった意味で、消防署等の協力もいただきながらそういった設置ＰＲも含めて啓

蒙活動を行っているというところでございます。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） 今、調査中ということなんですが、将来的なことでも結構だと思うんで

すけれども、感震ブレーカーの設置という考え方、いわゆるこれの助成とか支援とか、そう

いうふうな考えはおありなのでしょうか。ある自治体ではそういうのを3,000円なりなんなり

助成しますという考えもありますけれども、今調査中ですのでそんなこと答えられませんよ
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というようなことになると思うんですが、考え方としてだけお伺いしたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 総務課長。 

○総務課長兼歌津総合支所長（千葉 啓君） 今、お話ししたように調査中というところの中で、

普及率及び今後そういったものを設置する意欲、意思があるのかどうかという部分も含めて、

関係機関と協力しながらちょっと検討させていただければと思っております。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） 続きまして、もし火災が発生した場合のことなんですけれども、当然、

いわゆる消火器というものを使うと思うんですけれども、これらの設置状況なんていうのは

把握されているでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 消火器は、普通の住宅に設置義務というのはございませんので、一定程

度の面積とか含めてここはつけなきゃいけないよねというのはありますが、一般家庭におい

てはそういった設置義務はございませんので、基本的には、あとはある意味予防といいます

か、そういう意味ではお持ちになっている御家庭もいらっしゃいますが、そういう方は消火

器を設置していただければ、いざというときに初期消火に役立つと思います。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） 火災が発生してしまった場合、当然逃げるほかしかないんですけれども、

先ほどの答弁では、そういう避難弱者というものはある程度把握していますということなん

ですが、その大体の数というのは今大体南三陸町はどのぐらいの人数がおられるんでしょう

か。 

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（及川 貢君） 要支援者台帳に登録されている人数については、200人弱だっ

たように思います。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） 200人ですね。一応火災を起こそうとして起こす人は誰もいませんけれ

ども、こういうふうなやむを得ずミスで発生してしまうということなんですが、共通して言

えることというのは、やはり隣近所のそういう注意、協力体制というものが非常に重要だと

思っております。そのための何かこういうふうなポイントで重視しているという考えはおあ

りでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 総務課長。 
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○総務課長兼歌津総合支所長（千葉 啓君） ポイントと言っていいのかどうかという部分はち

ょっとあれなんですけれども、当然ながら、なかなか高齢者の方々に関しましては、自力で

の避難も難しいということもございますし、危機意識が低くなりがちだというところもござ

います。そういった意味では、家族ですとか隣近所との協力、ふだんのコミュニケーション

といった部分が非常に大切なのかなと思っております。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） 住宅火災についてはそういうことだと私も思ってはおりますが、火災は

住宅だけじゃなく、今現在、岩手県なんかも起こっております林野火災というものも当然考

えられます。 

  林野火災のほうも質問させていただきますが、これ今までもう歴史的に、平成になってから

は規模としては前例がないほどの規模で延焼していますけれども、この山林火災を防ぐため

の手だてというのは、火防線というものがあると思うんです。今、その火防線というのはど

ういうふうな状況になっているか把握されているでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（遠藤和美君） 当町の場合、山林の峰といいますか高いところに囲まれた形に

なっておりまして、山頂部分に防火線、火防線、呼び方いろいろあるんですけれども、そう

いう部分がありまして、１つは町のほうで気仙沼市さんとの境の辺りは町のほうで伐採ある

いは清掃というものをやっております。それ以外には、ちょっと登米市さん側のほうは民間

の方々のボランティアで伐採していただいているという部分もございます。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） もう今の本当に大船渡の火災を見るといろいろな課題が見えてくるんで

すけれども、あそこは急傾斜だからもう止まらないという、延焼の鎮火のめどが立たないと

いうような状況でありますけれども、そこでやはり火防線、今、木価が安いためにそういう、

特に民間はそうなんでしょうけれども、火防線を作っていないと手入れをしていないという

現状なんでしょうけれども、いわゆる町有林に対してはどの程度火防線というのを今整理さ

れているでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（遠藤和美君） 先ほど申しましたとおり、町有林に隣接しているような部分を

中心に、町のほうで火防線の部分の雑草の除去とかそういうものをやっております。例えば、

気仙沼市さんと隣接する部分はお互い調整して、じゃあ２年に１回お互いずつやりましょう
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ねというような形で実施をしております。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） また大船渡の話になりますけれども、昨日あたりまで2,100ヘクタール

がもう消失して焼けているという状態でございますけれども、2,100ヘクタールというと、分

かりやすく言いますと、保呂羽山の山が500ヘクタールなんです、あれが４個焼けた状態です。

かなりの規模です。 

  それで、2,000ヘクタールですけれども、まだ鎮火のめどが立っていないというのは大変な

ことだと思うんです。これらは今後の課題として、当然、普通の民有林の人はこれからの課

題としてまた出てくるんでしょうけれども、こういうふうな防火の周知というか、そういう

のもどういう考えをお持ちでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（遠藤和美君） 山林火災の予防という部分で、私のほうからちょっと答弁させ

ていただきます。 

  基本的には、自然発火というのは除いて人為的な火災の予防という部分で申しますと、森林

法に基づいて当町にも火入れ条例というのがございます。森林周囲の１キロ範囲内で火入れ

をする場合は町に許可を得なければならないということになっておりますので、今後はその

制度をきちんと周知していくということを考えております。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） それでは、次の２点目に入りたいと思いますけれども、自主防災という

ことで、自主防災の件では、私の住んでいる集落も主に該当するでしょうから大変恥ずかし

い思いで質問するんですけれども、今、自主防災をあまりやられていないというような件数

がどれほどあるか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 総務課長。 

○総務課長兼歌津総合支所長（千葉 啓君） 自主防災でございますけれども、現在69行政区中、

49行政区が設立をしております。したがって、20行政区ほどが組織化はなっていないという

状況でございます。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） 私も正直言って若かりし頃、今はやりの移住というものを心がけたんで

すけれども、あれから40年たちまして、当時、あの村にというか、私の住んでいる、田束山

の麓に住んでいますけれども、17戸あったいわゆる集落が今現在はぽつんぽつんと７軒家に
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なっちゃって、大変自主防も難しいような状況になっているんです。 

  これを考えた場合、他の集落との共同のいろいろな行事も当然考えていかなくちゃならない

んでしょうけれども、今の先ほど質問した高齢化率をさらっと質問しましたけれども、40％

だというようなお話しいただきましたけれども、これが今の浸透率で考えると、大体11年あ

たり、今から11年後あたりは50％に達成すると思うんです。第３次総合計画では、令和17年

度は49.8％という推定値を出しておりますけれども、50％は限界集落なんです。 

  この限界集落を維持していくためのいろいろな防災対策も、当然、これ考えていかなくちゃ

ならないわけで、我が村のことを出しながら、大変私も恥ずかしいんですが、その辺のお考

えというのはどういうふうなものですか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 確かに高齢化が進んでいる地域において、独自の行政区で自主防災組織

を構成するということについては、それぞれの事情があって難しいという部分があるという

のは十分理解をしてございます。 

  したがって、そういう行政区については、お隣の行政区とか２つ一緒になって自主防をつく

っているとかというケースがございますので、払川という地域だけで考えるのではなくて、

お隣のほうの行政区と一緒になって自主防を立ち上げるとかという方向性を考えるしか、多

分、道はないのかなと思いますので、どうぞ隣の行政区あるいは地元の行政区の皆さんとい

ろいろお話をし合いながら、今、阿部議員がおっしゃるような、例えば、いざというときの

ためにどのようにこの地域で災害から身を守るかということについて皆さんでお話合いをし

ながら、いい方向に持っていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） 限界集落の話を今出しましたけれども、限界集落は集落を維持するのは

大変でありまして、大体65歳以上の人が50％超えると限界集落だと一般的に言われますけれ

ども、この限界集落、町全体で50％を達成するということはその約半分ぐらいは限界集落の

行政区になるのではなかろうかなと思います。 

  そういう観点で今質問をしてみたんですが、実際自分が住んでいるところを例に取れば、若

い人はいるんです。いわゆる高齢者の比率というのは45％ぐらいかな、我が村ですけれども、

そのぐらいなんですけれども、戸数が少ないという大変行事をやるにしても難しいという状

況であります。それらのこれからの対応策といいますか支援の方法というか、そういうのを

お伺いしたいと思います。 
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  いいですか、もう１回言います。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） いわゆる、私は今大事なところを言わなかったんですけれども、若い人

も当然いるわけなんです。一緒に住んでいるんですけれども、若い人はいわゆる外に働いて

行って、平日はいないんです。いわゆる高齢者、65歳なんてまだ大したことはないですけれ

ども、80歳以上の方ですと、いわゆる自主防、それから防火訓練もそういうふうなのがもう

できないという状況になるわけです。そうすると、祝祭日のいわゆる仕事が休みの日でない

と、これはなかなかできないという現実なんです。行政の人にしてみれば、大変その辺は難

しいのかなと思って質問したんですけれども、どんな感じでしょう。 

○議長（星 喜美男君） 総務課長。 

○総務課長兼歌津総合支所長（千葉 啓君） 今、お話しされた少子高齢という部分の中で、若

者がふだん家にいないという状況という部分は、町としても当然把握しておりますし、今後

の課題というところで認識はしているところでございます。 

  だからこうしなければならないということは持ち合わせてはいないんですけれども、厳しい

言い方すると、文字どおり自主防でございます。自分自身の命を自分で守るというものが基

本ではありますけれども、若い人も含めてそういった意識の高揚、あとは町としてできる部

分に関しましては、そういった部分の意識を高めるための講習会ですとか、そういったもの

を提供して参加していただく以外ないのかなと。あとは町長が先ほど申し上げましたとおり、

隣の行政区等々の協力という部分の中で自主防災組織を継続させていただければなというと

ころでございます。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） 地域の防災のほうの質問させていただきますけれども、一応私も今回質

問に当たりまして、他の集落８か所ほど回ってみたんですけれども、いわゆる防火水槽とか

ぐるっと見て回ったんですが、標識に何が書かれているかというのが全然読めないような標

識があるんです。文字が読めないんです。これははっきり言えば消防法で引っかかるわけで

すけれども、何か所かあるんです。あるいは、防火水槽に標識そのものがないとかいうのも

見られました。一応カメラで撮ってきましたけれども、それらの考え、今後の防災について

の方針というか取組というのをお伺いしたいんですが、よろしいでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） ずっと町として消防水利は非常に大事なものですから、いわゆる防火水
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槽等の整備ということについては、毎年、年次ごとにあちらこちらという形の中でずっとつ

けてきているということでございますので、引き続き必要な地域においては、消防水利とい

うのは消防の際に一番大事な問題ですから、そこはしっかりこれからも取り組んでいきたい

と思います。 

  それから、何か読めないとかってありました。どうぞ、それ危機管理のほうに持っていって

いただければ、せっかく回って歩いたんですから貴重な資料としてこちらのほうに頂ければ

大変助かりますので、よろしくお願いします。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） それだけじゃなく、地域によっては、漁網、海の網をいわゆる防火水槽

にかけて１年以上も放置したまんまというようなところもあるわけです。これ私、こういう

のを窓口で言えばそれで話は、事は済むんでしょうけれども、ただ防災という観点からする

と、やはり標識の件もこの網の件も、これを設置したのは恐らくもう40年から前です。この

ぐらい40年以上経過しないと文字が読めないという状態にはならないはずなんです。 

  ということは、当時設置した人ももしかすると相当の高齢者か、もしくはいなくなっている

という、もう世代交代していなくなっている。設置したときは、これからの、例えば、家は

新築で必ず何かあった場合は対応しましょうというような気持ちなんでしょうけれども、そ

れがだんだんと時が流れるに従ってちょっと意識が薄れてくると思うんです。 

  この地域のいわゆる住民の方にしてみれば、海の網、漁網をいわゆる柵の上に放置しておく

というのは、やはり長年の間にまあいいやという考えがあると思うんです。いわゆる行政が

どうのこうの住民がどうのこうのというよりも、お互いこの範囲だったらばいいんじゃない

かという考えがあると、その地域の常識というのはもうできてしまうんです。 

  それをやはり防災という観点からいうと見直さなくちゃないんじゃないかなと思って、あえ

て今回出させてもらいましたけれども、その辺の意識改革というか、ちょっと大げさな表現

ですけれども、考えというのはどういうふうな感じでしょう。 

○議長（星 喜美男君） 総務課長。 

○総務課長兼歌津総合支所長（千葉 啓君） 今、提示いただきましたそれが本当に防火水槽な

のか、そうでないのかというのは、ちょっと確認する必要はあるんですけれども、そういっ

た消防水利施設につきましては、消防団も含めて全て把握しておりますし、あとは毎月、訓

練等でいろいろ消防団も回って歩いているという現実もございますので、ただ、なかなか消

防水利の標識が見えないですとか、もし防火水槽に何か物が置いてあるという部分に関しま
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しては、そこはちょっともう一度再点検といいますか、消防団のほうに周知を図って点検等

を強化していきますし、標識板につきましては、町としてそこは新しいものに取り替えたい

と考えております。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） それはお願いしたいと思います。 

  次は３番目の防災マップの活用ということでございまして、私も防災のマップを見て大変感

心しております。細かいことが書かれていまして、いいことが書かれているんです。この防

災マップ作るのに相当お金を要していると思うんですけれども、これを100％というかうまく

活用するための方策というのはどういうふうなものか、先ほど答弁ではいただいたんですけ

れども、もう一度お聞きしたいと思いますが。 

○議長（星 喜美男君） 総務課長。 

○総務課長兼歌津総合支所長（千葉 啓君） 答弁の繰り返しになるかもしれませんけれども、

まず防災マップにつきましては、各御家庭、職場において、住宅、職場が、どの場所が土砂

警戒区域になっているかですとか最寄りの避難所、あとは病院等のそういった避難経路を確

認していただくというところが、まず先決なのかなと思っております。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） 大変いいこの防災マップ、有効的に使うというようなことなんですけれ

ども、その観点で質問しているんですけれども、なかなかこれだけの情報を１回だけ見て覚

えるという人はなかなかいないと思うんです。これを何回も事あるごとに見ていくという方

策というものが必要だと思うんです。 

  若い人は、１回読んだら大体こんなこと書かれているということは分かるんですけれども、

80代の方とか90代の人、そういう方の防災マップの活用方法というものに対して、いわゆる

私は、個人的な考えですけれども、やはり若い人が同居していればさほど問題ではないです。

今、ちょっとしたミスで火災というものは発生するんですけれども、いわゆる若い人がいな

い状況を、相変わらず防災の観点で生かしていくという方法として、自分の子供さん方がし

ょっちゅう連絡をするような仕組みがあれば、それを生かす手だてというのがすごく生きて

くると思うんです。相変わらず、例えば、80ぐらいになってもスマホでしょっちゅう子供と

連絡し合っている人は何も問題ないんです。 

  いわゆるそれに至らないような人、高齢者の独り暮らしとかそういう方の対応策というのが、

現実的には防災で必要なことだと私は思っているんですけれども、その辺のお考え、防災を
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生かすための方法というのは、私は、見てもらうためにこの防災に、いわゆる子供さんなり

なんなりが、地域の人でもいいんですけれども、そういう方々と防災について話し合ったと

いう経過を防災日誌ということで付録としてつけたらどうでしょうかという考えなんです。

そうすると、その家はいつ誰とどういうふうな内容で話ししているかというのが分かると思

うんです。 

  そうすると、地域の行政区長さん、あるいは民生委員の方がそこの家を訪問した場合、防災

の地図を見ただけで一目でもうどういう状況だか分かるし、いわゆる防災カルテになるんで

す。その家に何が必要なのか、どういう状況に置かれているかというのがすぐ分かると思う

んです。そういう必要性というのが私は必要じゃないかなと思うんですが、いかがでしょう

か。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） １つには、防災マップ作るときに結構我々も悩むんです。というのは、

あまりにも詳しく書き過ぎると、なかなか御家庭で面倒くさくて読まないという方々もいら

っしゃいますので、かといってあまりシンプルにしてしまうと、何だと、こんな簡単なやつ

かという話になりますので、その辺のいわゆるどの辺で防災マップとして町民の皆さんに分

かりやすく理解しやすいように作るかということについては、結構実は頭を痛めております。 

  やっぱり配付しても見てもらわないことには、これはただ単に絵に描いた餅になりますので、

そうではなくて、ちゃんと読んでいただけるような工夫も凝らしてはいるんですが、しかし

ながら、今おっしゃったように御高齢の御家庭だとなかなか読みづらいとか見えないとかと

いう話ありますが、そこは自分の命というのがかかっているということを考えたときに、そ

この防災マップというのを利用して、いざというときに自分の命だけはとにかく守ろうとい

う意識づけをしっかり持っていっていただきたいなと思います。 

  それで、ちょっとお聞き漏れしたんですが、防災日誌というのはどういう趣旨の防災日誌な

のか、ちょっともう少し詳しくお話しいただければと。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） いわゆる御家庭の、何人で暮らしているか分かりませんけれども、高齢

者の場合、日誌としてここに自分の記録、簡単に言えば、私がもし80歳ぐらいになって独り

暮らしになった場合のことを想定すればですけれども、例えば、子供とこういう防災につい

て話しした。例えば、熱中症の話をした、何月何日。そして、あるいは台風来たときにこう

いうふうな話をした、アドバイスをもらった。逆にこっちが子供さんなり地域の人に話をし
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た、あるいは行政区長なりそういう方が来ていろいろ話をした。そうすると、その頻度とい

うのが分かるわけです、何月何日。そして、どういう話をしていたかというのは、第三者が

見たらすぐ分かるでしょう。そうすると、この家にどういうものが必要なのかというのは分

かると思うんです。だから、さっき言った防災カルテになるんじゃないですかということは、

そこなんです。それは希望した人にそういうふうなものを設置してもそれだと思うんです。 

  だから、何もスマホでいろいろな人と連絡取っている人はすぐに必要ないんです。だけれど

も、先ほど言ったように、火災は村八分になるような状況でも助けていくようなシステムが

必要だということで、高齢化の社会においては避けて通れない問題です。誰も放火して火を

つけたくてつける奴は、そんなことはあり得ないんですから。うっかりミスがこういうふう

につながってくると思うんです。そのためには、今言った防災カルテの活用方法、マップを

有効的に使う方法ということは、私は必要じゃないかなと思うんです。それで提案したとい

うことです。 

○議長（星 喜美男君） 総務課長。 

○総務課長兼歌津総合支所長（千葉 啓君） 防災ハザードマップに関しましては、いろいろ工

夫しながら作成をしているところでございます。できるだけ見やすいような形という部分を

最優先に作成をしている部分もあるんでございますけれども、今、議員お話しされたような

活用もできるようなしつらえにもできなくはないとは思っておりますので、ちょっとその辺、

今の話を参考にさせていただいて、今後、調整の部分も含めて検討してまいりたいと思いま

す。 

  ただ、毎月11日に安心・安全の日という部分で広報でお話をさせていただいているところで

ございますけれども、そこで各家庭個々に関して防災、防犯に対する心構えですとか家族で

お話合いをしていただくということを周知対応のほうお願いしているという部分も含めて、

それと併せてハザードマップ等の活用もお願いできればなと思っているところでございます。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） いろいろお話をいただきましたが、大事なことはどうそれを利用するか

ということだと思いますので、阿部議員からはそういう御指摘をいただきましたが、防災マ

ップを見ている町民の皆さんにとって、そういった防災日誌というかそういう類いのものが

添付になっているほうが使いやすいのか、使いにくいのか、あるいは防災日誌がついてちゃ

んとそれを記入するのか、記入しないのかも含めて、そこはただ単に御指摘をいただいたか

らすぐやりますというわけになかなかいきませんので、ここは、例えば、行政区長会とかい
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ろいろ様々な方々に、防災関係の皆さん方も含めてですが、年に防災会議やりますので、あ

る意味防災の専門の方々がお集まりになっていますので、そういった折に、今、阿部議員か

ら御提案のあった部分について、こういう案もありましたと御提案もありましたと、防災の

専門の皆さん方いかがでしょうかという問いかけとかしながら進めないと、なかなかこうい

う案がありました、はい、やりますというわけにも、ここはちょっとすぐというわけにはい

かないと思いますので、そういった専門の方々の御意見等も踏まえながら、これは考えなけ

ればいけないなと思っております。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） 防災には自助、公助、共助という対策が必要ですと。自助は自分で防災

をやってくださいと、公助は自治体で支援しましょうと、共助は地域社会で支援しましょう

ということなんですが、この自助と公助の間に家助というものが必要だと思うんです。いわ

ゆる家族の支援ということです。いわゆる自分のことは自分でやってもらわなきゃならない

というのが基本だと思うんです。そして、それで手に負えない場合は、周囲の自治体なり地

域社会にお願いするという、それがこれからは必要になってくると思うんです。一番最初に

限界集落の、嫌な言葉ですけれども、そういうのを出したのはそのせいです。 

  いわゆる今10年ぐらいすると、限界集落が本当に出てくるでしょう。そうなった場合のため

に、今は必要ないと思いますよ、だんだんと習慣づけしなくちゃいけないんです。ここに職

場があれば、仕事があれば若者が定住するんですけれども、現実的にはないから都会に行く

わけなんです。その都会に行っている人が常々情報を共有していれば、やはりこういう問題

というのはある程度は防げると思うんです。 

  だから、こういういわゆる家助防災というものが必要なんじゃないかなと。これはこれから

のいわゆる教育にもつながってくると思うんです。高度経済成長で生きた我々の年代は、自

分のことは自分でやって好きなように生きていけという、それが当たり前に育った人間です。

私もその１人ですけれども。ですが、子供は自分のことをやって親の面倒を見なくなったら

ば、誰が面倒を見るんですかと。限界集落の半数ぐらい占める自治体がどれほど力があるん

ですか。もちろん自治体として組織は相変わらず支援活動もやるんでしょうけれども、自分

のことは自分でやってもらうような、そういう家助防災というものが必要だと思うんです。 

  だから、あえて私はこういうふうな防災カルテというのが必要じゃないですかということを

言ったんです。一応そういう意味で言ったんですが、それで私の要望としてはそうなんです

けれども、言うことを言いましたので、１件目の質問は終わりにしたいと思います。 
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  続けて、２件目に入らせていただきます。 

  ２件目といたしまして、件名ですけれども、帯状疱疹ワクチン接種への取組について。質問

の相手方は町長とさせていただきます。 

  質問の内容でございますが、厚生労働省は本年４月より65歳になった高齢者を対象に、帯状

疱疹の定期接種を始める方針を決定したと。ついては、当事業への取組につき以下の点を伺

います。 

  まず１点目として、80代まで３人に１人が発症をするという当病症に対する町の考えについ

て。 

  ２点目が、各年代ごとの定期接種の考えについて。 

  ３点目が、接種費用に係る当町の支援策の考えについて。 

  以上３点でございます。よろしくお願いします。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） それでは、２点目の御質問です。帯状疱疹ワクチン接種への取組につい

てということですので、お答えをさせていただきます。質問の１点目から３点目まで一括し

て答弁しますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  帯状疱疹は、いわゆる水ぼうそうウイルスに初めて感染した後、ウイルスが生涯にわたって

神経に潜伏感染し、加齢、疲労、免疫力の低下によって再活性化して起こるもので、50歳代

以降で罹患率が高くなりまして、70歳代がピークになると言われております。 

  主な症状は、皮膚の痛みと水泡の形成でありますが、皮膚の症状が治った後も痛みが続く帯

状疱疹後神経痛という合併症が残ることで治療が長引く場合もあります。心身の不調や不眠

など生活の質の低下につながる非常に煩わしい病症でありますので、予防が大切であります。 

  これらの発病または重症化予防のため、免疫機能の強化を図るのが帯状疱疹ワクチンであり

まして、令和７年、今年４月１日から予防接種法のＢ類疾病に位置づけられ、定期接種とし

て開始をすることとなりました。 

  町としましては、予防接種法に基づき、定期接種の対象の方に通知を行い、希望される方が

混乱なく接種できるように準備を進めてまいりたいと思います。 

  対象となる年齢でありますが、年度内に65歳に到達する方、60歳から64歳まででヒト免疫不

全ウイルスによる免疫機能障害を有し日常生活がほとんど不可能な方、令和７年度から11年

度まで５年間の経過措置として70歳から95歳までで５年ごとの節目に該当する方、また、初

年度に限り100歳以上の方全員ということになります。 
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  接種費用につきましては、Ｂ類疾病の位置づけでありますことから、現在行っているＢ類疾

病の高齢者インフルエンザや高齢者肺炎球菌ワクチン同様に、接種費用の約２分の１を助成

したいと考えております。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） ありがとうございます。 

  聞き漏らしたような感じもしますけれども、対象を60歳以上とするんですか、65歳以上と言

いましたか、今のワクチン接種の対象年齢。 

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（及川 貢君） 基本的には65歳ということになります。60歳から65歳の間でヒ

ト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する方が、それ以外で対象ということにな

ります。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） そうすると、基本は65歳以上ということで、生ワクチンと組合せワクチ

ン２種類あると思うんですけれども、生ワクチンは大体５年から７年ぐらいで効能が落ちま

すよ、５年間隔で接種するということなんですけれども、組合せワクチンの考えというのは

お持ちでしょうか。それの対象というのは。 

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（及川 貢君） 組合せワクチン、いわゆる不活化ワクチンのことだと思います

けれども、こちらについては２回接種が必要で、その間を２か月以上空けて接種するという

ことになってございます。 

  生ワクチンと不活化ワクチン２種類での接種のどちらかを選んでいただいて接種するという

形になろうかと思います。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） どちらかを選択するということで、分かりました。 

  そうすると、不活化ワクチンという10年ぐらい抑える抗菌期間というか、それがあるらしい

んですけれども、それは次に打つのは10年後という考えでいいんですか。 

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（及川 貢君） 議員おっしゃるように、生ワクチン、不活化ワクチンでそれぞ

れ持続期間というのが、いろいろな報告がありますけれども、違ってきております。10年後

に打つかどうかというのは、その人の打つ方の考え方にもよると思うんですけれども、定期
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接種としては１人１回ということになっておりますので、まず、１回目については、定期接

種として町の補助があって接種いただけると。あと２回目以降については、御自身の判断で

接種をしていただくということになろうかと思います。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） 先ほどの答弁では65歳以上が対象だということでございますが、帯状疱

疹は50あたりから発症するというような考えなんですけれども、特にそれが多く発症するの

が70代ですと。これは最悪の場合は死に至る病だということです。私もそういう人は知って

いますけれども、50代あたりの人はどういう扱いになるんでしょう。今回は対象外だと言っ

ているのが当然答弁なんですけれども、そういう方の扱い、考え方、いわゆるこれからの啓

蒙活動というか、その辺の考え方はどうなんでしょう。 

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（及川 貢君） 定めというか国の定期接種として65歳ということになっており

ますので、50歳から65歳の間までの方については、定期接種の対象にならないということに

なります。 

  あとは御自身で負担をしていただいて接種をしていただくということになりますが、帯状疱

疹につきましては、帯状疱疹だけではないんですけれども、当然、食事とか十分な睡眠とか

ストレスをためないといったところが非常に大事になってくるところだと思いますので、ワ

クチンのお知らせというのはこれからしますけれども、併せて、それとセットでそういった

予防的なことについても啓発していきたいと考えております。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） 先ほど補助の内容を冒頭で答弁いただきましたけれども、そうすると生

ワクチンも不活化ワクチンも２分の１の助成という考えでよろしいですか。 

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（及川 貢君） およそ２分の１という考え方でよろしいです。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） たしか不活化ワクチン１回１万円ぐらいすると思うんですけれども、２

回打たなくちゃならないということなんですが、それが１回だけの助成で、あとは自分でお

願いしますという解釈でよろしいんですか。 

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（及川 貢君） 不活化ワクチンについては、今のところ国から示されている額
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でいうと１回当たり２万2,060円、これを２回接種することになります。町からの補助として

は、２回分補助をさせていただくことにしております。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） 承知しました。ありがとうございます。 

  これで２件目の質問は終わりにしたいと思います。 

  続けて、３件目の質問に入らせていただきます。 

  ３件目の質問件名が町道整備にかかる「見える化」の進捗状況についてということで、質問

の相手は町長とさせていただきます。 

  質問の内容でございますが、道路改良改修の要望は全ての集落において必要が求められる事

業であり、町民の理解を得られる対応が求められる。ついては、その現況につき以下の点に

ついてお伺いします。 

  １点目として、町道改良改修の要望件数の今現在の状況について。 

  それから、２点目として、町道整備における課題について。 

  ３点目が、「見える化」の評価基準について。 

  ４点目が、現段階での計画本数と対象期間について。 

  ５点目が、今後のスケジュールと要望集落への対応について。 

  以上５点でございます。よろしくお願います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） それでは、３件目の御質問です。町道整備にかかる「見える化」の進捗

状況についてお答えをさせていただきますが、初めに、御質問の１点目になります。町道改

良改修の要望件数の現況についてでありますが、入谷地区において町道横断１号線、入谷小

学校線の２路線、戸倉地区においては町道西戸線、並石線の２路線、歌津地区においては町

道石泉線、落沢線、中山線及び横沼線の４路線、この町内合計８路線について、現在、道路

改良事業として計画的に調査や工事を進めているところであります。 

  また、道路維持修繕事業として、町道韮の浜線、樋の口線及び蒲の沢３号線の舗装修繕工事

を継続的に実施しておりまして、このほかにも局部修繕等の要望をいただいておりますので、

現地を確認の上、適宜対応していきたいと思います。 

  次に、御質問の２点目ですが、町道整備における課題についてでありますが、さきの議会で

も御説明させていただいたとおり、大規模な道路改良工事は、選択と集中の観点から町道横

断１号線の整備を優先的に進めることで議会の承認を得てスタートをしているところであり
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ます。 

  次の大規模道路改良事業の実施につきましては、今後において必要性や補助制度など社会情

勢の変化を見極めつつ、可否も含め、慎重に検討する必要があると考えております。 

  その他単独事業、町単独事業での改修や局部改良につきましては、道路の現状や必要性など

を総合的に勘案し実施をいたしておりますが、限られた予算の中で全ての要望に対応すると

いったことは困難でありますので、日常の維持管理事業費を含む財源の確保が課題となって

おります。 

  次に、御質問の３点目、見える化の評価基準についてでありますが、現時点で町道整備の優

先度や改良事業を実施する対象路線の決定の基準については、特定の基準等は定めておりま

せんが、策定中の町道管理計画において、評価基準等の検討も含め客観的な優先順位の選択

等が可能となるように、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 

  次に、質問の４点目でありますが、現段階での計画本数と対象期間についてでありますが、

１点目の御質問にお答えしたとおり、町道８路線の道路改良事業を継続して進めてまいりた

いと思っております。 

  なお、社会資本整備総合交付金を活用し整備を進めている町道横断１号線は、全整備延長約

2.6キロメートルのうち、約1.5キロメートル区間を第１期事業区間として令和７年度の完成

を目指し工事を推進しているところであり、第１期事業に引き続き、残る1.1キロメートル区

間を第２期事業区間として継続して整備を行う計画としております。 

  また、町単独事業による路線についてでありますが、町道横沼線は今年度、並石線及び中山

線は令和７年度中の整備完了を見込んでおります。その他の路線につきましても、１路線ず

つ確実に整備を進めてまいりたいと考えております。 

  最後に、御質問の５点目になりますが、今後のスケジュールと要望集落への対応についてで

ありますが、今後のスケジュールについては、４点目の御質問でお答えしたとおりでありま

す。 

  なお、要望集落への対応としましては、今後も要望は真摯に受け止めさせていただきますが、

前述のとおり、その全てに対応するといったことは人的資源や財源に照らし困難であります

ことから、整備効果が見込める路線をしっかりと見極め、地域へのより丁寧な説明を心がけ

るとともに、連携を図りながら道路の整備を実施してまいりたいと考えております。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） ありがとうございます。 
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  道路の計画、改修の計画とかいろいろ検討いただきました。要望として上がっている本数が

現在所有の町道の何％に当たっているか、そして、キロ数は全部の総延長の中の何％になっ

ているか、それお分かりでしたらお答えお願いいたします。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（及川幸弘君） 基本的に要望といいますか、要望を受けて現地確認して実際やって

いる範囲もございます。すみません、要望に基づいてという話ではございますが、要望、陳

情、請願の段階でもお話しさせていただきましたように、要望があったから必ずやるという

ことではございません。どうしてもやはり限られた財源の中で、どうしても傷み具合であっ

たり効果的なもの、また効率的なものというのを総合的には判断させていただいた上で、対

応させていただいております。ですので、基本的には、要望があってというものもございま

すが、その要望を受けてやっている路線ということで全体の何％というような把握の仕方は

してございません。 

  ちなみに、町道のほうの実延長、総延長で約261キロとなってございます。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） 細かいことはそうでしょうけれども、これから取り組む計画期間におい

て取り組む本数は全体の何％でしょうかというのはお分かりだと思うんですけれども、それ

お答えできませんか。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（及川幸弘君） 路線数でいきますと、全体で路線数が524路線ございます。現在、

答弁にもございましたように８路線進めておりますので、８割る524ということになりますと、

全体の路線数からいきますと1.5％ということになります。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） 同じようなことをまた聞きますけれども、距離数でも把握できるでしょ

うか。計画に対する総延長のいわゆるキロ数、単純に計算すれば出てくると思うんですけれ

ども。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（及川幸弘君） 具体に距離数としては、ちょっとすみません、今手元にはございま

せん。 

  それと改良等、舗装修繕等々やってございますが、これらにつきましても、すみません、中

には全路線というところもございますが、局部改良、その路線のうちの一部というような傷
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んだところを特に集中的にやっているというところもございますので、今のところ、全体の

うちの何キロ、何％というような押さえ方というのはしてございません。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） これからいろいろな要望が出てきて、それへの対応というのは当然出て

くるんでしょうけれども、その考えを示していかないと、いろいろな集落の要望に応えられ

ないと思うんです。私はどういう答えをされても大した影響はないんですけれども、どの集

落でも、自分の集落はいつになるんだろうという考えというのは当然出てくると思うんです。 

  そのためのこれから造るであろう見える化、いわゆる簡単に言えば客観性です。その客観性

もまだおおむね固まっていないという状況で、今後、質問なんかされた場合どう対応される

んですか。私は、その質問を何を基準に持って判断していくのかというのはすごく重要だと

思うんです。 

  その辺、例えば、道路の緊急性とか重要性とか交通量、いろいろなことあると思うんですけ

れども、素案としてもまだ出ていないんでしょうか。公表するに至らないという状況でしょ

うか。その辺をお聞かせていただきます。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 御承知のように524路線ありますので、１から524というランクづけはし

ません。そういうやり方をしても全く意味ないと思っています。 

  ですから、今改良している分、修繕している部分があって、８路線とそれから２路線が３路

線あるんですが、それ以外の部分についての優先順位はもう決まっております。 

  １点目、１つ目は緊急輸送路へのアクセスの町道が７路線ございます。 

  それから、２点目、防災拠点施設へのアクセス町道、アクセスする町道です。これ４路線あ

ります。 

  ３点目、指定避難所へのアクセス町道は21路線があります。 

  ４点目、指定緊急避難所へのアクセス町道は31路線ございます。 

  その他の町道として461路線があって、合わせて524路線ということになっておりますので、

先ほど言いましたように緊急の度合いから１から４ありますので、この１から４で順番にあ

とは道路改良整備を進めていくということになりますので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） 考え方としてそうなんでしょうけれども、それをこれから煮詰めていく
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というような、いろいろ策定をしていく上で会議を進めていくというようなことなんでしょ

うけれども、それを点数評価するという考えでしょうか。それとも、何か協議会みたいなの

を立ち上げてそこで決めていく、どういうふうな考えで進めるような考えでしょう。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 先ほども建設課長お話ししますように、基本的には総合的に判断をせざ

るを得ないと思っております。524ありますので、これを総合的に判断しないと、どうしても

あっちがやってこっちが出ないとやらないという話になりますので、そういう判断の下でや

りますが、さっき言いましたように、１番の緊急輸送路アクセス町道としてさっき７路線と

お話ししましたが、歌津総合支所の平成の森１号線と２号線、それから南三陸町役場の東浜

中央線、これ平磯の連絡線ということになりますが、南三陸病院の東浜中央線、これ東団地

１号線ということなります。それから、ベイサイドアリーナ体育館の東浜中央線のスポーツ

交流村線、そして志津川中学校の入り口の国道398号線の志津川環状線ということになりまし

て、これがある意味７路線の緊急輸送路のアクセス町道ということで優先度高いということ

で、我々としては整理をいたしているということになります。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） くどいようですみませんけれども、はっきり点数で表すということでは

ないんですね。重要度とか緊急とか、そういうふうなことで決定していくと。最終的には、

まだ未定でしょうけれども、公表するという考えはあるんでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（及川幸弘君） 先ほどの町長の回答にもありましたように、524路線全て点数づけ

して順位づけするというのは困難でございますし、また、点数づけしたことによりまして柔

軟性のない計画にもなりかねないということもございますし、それと、やはり限られた、特

に大規模な横断１号線のような交付金、補助金を活用して整備する路線と違いまして、基本

的には維持管理、修繕も含めて、これは全て単費となります。 

  ということは、財源がしっかり確保されていないと、どの路線がいつからいつまでというの

はなかなかちょっと決め切れないということもございますので、安易にそれをいやこの順番

でやりますというような示し方をしてしまいますと、むしろ町民の方々に、何だっけ、いつ

いつやると言ったのにやらないなというような不信感を抱かれかねないというところもござ

いますので、先ほどちょっと町長のほうからお話のありました緊急輸送路、防災拠点施設、

あとは指定避難所等々というのは町道の中でも優先順位の高い路線ということで、その中で
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も傷んでいるところ、傷んでいないところございますので、当然ながら、全線をやるという

わけではなくて傷んでいるところがあったらば、優先順位として高いのは、先ほど申し上げ

ました緊急輸送路から指定避難所まで、これらの路線についてはやっぱり重要ですよねとい

うことなので、財源の許す限り、こういった路線を優先的に整備していくということで考え

てございます。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） 重要性とかそういうのは確かにそうなんでしょうけれども、なぜ重要だ

かという裏づけ根拠となるものを点数で評価しなかったらどう判断するんでしょう。登米市

にしても気仙沼市にしても、それを点数評価で表わしているんです。だから住民に説明でき

るんです。これが重要だという根拠は何ですかと聞かれたら、どう返答するんですか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 阿部議員の持論で点数つけろ点数つけろとよくお話ししますが、524路

線を一つ一つ点数をつけていくということになりますと、相当の労力がかかるので、そのた

めだけに今度は建設課の職員がその仕事だけに取っかかるようになりますので、基本は、さ

っきから言っているように、緊急の部分とか含めていって、７路線、４路線、31路線、21路

線、お話ししましたように、そういう緊急性の高いのを順番にやっていくということになり

ますので、例えば、524路線のうちで上が100点で524番目が３点とかなったときに、３点つけ

られた路線の方々はもう目を落としますよね、これ。 

  そういうことではなくて、やっぱりそれぞれにいろいろな災害があったりとか、いろいろな

障害があったりして、点数は低いですが、そのときにいろいろな自然災害で駄目になったと

きにはここを優先してやらなきゃいけないよねというのは、おのずとこれは出てくる話でご

ざいますので、そこを全部点数で順番つけてしまうと、全くもってさっき建設課長言ったよ

うに、柔軟性のない計画、ただ単につくっただけということになりかねませんので、そうい

うつけ方、やり方というのは、我々としては好ましくないと判断をしておりますので、先ほ

どお話ししたように、順番の前に路線の修繕の方向性の流れの中で進めていきたいと考えて

おります。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） 今現在も、そういう重要性だから道路を改良なり修正なりしてきたと思

うんです。そのやり方もいいんですけれども、それをはっきり客観的に示す方法を出さない

限り、いろいろな問題が起きると思うんです。それを点数評価で出さないとまずいんじゃな
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いんですかということを言っているわけです。それで、要望の上がっている本数がこのぐら

いあって、それを評価したらこうだと分かれば何も問題ないんじゃないですか。 

  当然、そこにいろいろな要望が出てくるでしょう。そうしたら、その要望に対して何も道路

を造るばかりが政策じゃないわけです。それに代わるような政策も打ち出していかなくちゃ

いけないんです。複雑なんです。道路というのは生活道路ですから。空飛ぶ時代が来ればま

た別でしょうけれども、今はそういう時代じゃないです。 

  ということは、道路をどういうふうに結びつけて住民に説得するかということを考えていか

なくてはいけない。私が質問するんじゃなくて、住民が質問してくるでしょう。それをどこ

の集落に行って、いろいろ説明会なりなんなり開いても、必ずそういう質問になると思うん

です。 

  そのことを私は想定して、今、質問を繰り返しているんですけれども、そういうことだと思

うんです。納得できるようないわゆる進め方をすれば、何も問題はないと思うんです。そう

いうふうに考えておりますけれども。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） だから、これ多分議論かみ合わないんです。点数つけたのが、それが地

域の方々がその点数が正しいと、そのとおりだねというふうにこれ絶対そうなるかといった

ら、そうはならないんです。地域の方々にとっては、自分の路線は一番なんです。全部そう

なんです。私のところが一番大変だと皆さんおっしゃるんです。それが点数どんと低くなっ

たときに、その根拠は何だと言われたときに、いや、緊急性とかといういわゆる我々がさっ

きからお話ししているような形の中でくくりをつくっておかないと、それこそ公平性が全く

なくなってしまう。 

  繰り返しますが、地域の方々は自分のところが一番大変だと思っているんです。そこの中で

我々がどうやってそこを公平に判断するのかということの中で、緊急性とか、いわゆる避難

所とか指定避難所とかそういう場所に行く道路は緊急性は高いですよねということでの判断

のくくりとして順番をつけようということにしておりますので、一つ一つ点数をつけるとい

うことになりますと、さっき言いましたように相当の労力が必要になりますので、すねより

ももが太くなってくるような話になってきますので、そこはひとつ御理解をいただきたいと

思います。 

○議長（星 喜美男君） 阿部司君。 

○２番（阿部 司君） 私も何回も同じこと言うんですけれども、やはり客観的な数字というの
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はある程度は必要なんです。それをある程度は示すべきものを、基礎資料というのを持って

いなきゃいけないと思うんです。そして、最終的には重要性に観点を置いて、これ最終的に

は政治決断なんです。どこの自治体、気仙沼にしても登米市にしても、最終的には政治決断

です。それをはっきり説明できるぐらいに煮詰めていかないと、やっぱりトラブルは起きる

んです。その方針に従って、道路だけじゃなくこういうふうな政策も加味していますよとい

うことが、私は必要だと思うんです。そういう方向性で取り扱っていただきたいと、私はそ

う思っております。 

  私の言いたいことはこれだけですから、一応３件目の質問はこれで終わりにしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長（星 喜美男君） 以上で阿部司君の一般質問を終わります。 

  お諮りいたします。本日は議事の関係上、これにて延会することとし、明５日午前10時より

本会議を再開し、本日の議事を継続することにしたいと思います。これに御異議ありません

か。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（星 喜美男君） 異議なしと認めます。よって、本日は議事の関係上、これにて延会す

ることとし、明５日午前10時より本会議を再開し、本日の議事を継続することといたします。 

  本日はこれをもって延会といたします。 

  御苦労さまでした。 

     午後３時４５分  延会 

                                            

  この会議録は、事務局長佐藤正文が記載したものであるが、その内容が正確であることを証

するため、ここに署名する。 
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